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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれていない。 

    ２．純資産の算定にあたり、第126期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準第５号）」及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用指針第８号）」を適用してい

る。 

  

 

回次 第125期中 第126期中 第127期中 第125期 第126期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

(1)連結経営指標等  

売上高 百万円 179,279 191,263 206,197 375,072 385,284

経常利益 〃 15,007 17,279 22,688 32,781 36,546

中間（当期）純利益 〃 9,195 9,882 13,898 21,185 22,412

純資産額 〃 322,138 348,292 341,447 339,127 358,592

総資産額 〃 458,670 488,867 495,017 481,357 508,694

１株当たり純資産額 円 877.52 940.76 973.33 922.65 967.80

１株当たり中間（当期）純利益 〃 25.05 26.88 38.59 57.51 60.95

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益 

〃 25.03 26.81 38.49 57.41 60.80

自己資本比率 ％ 70.23 70.76 68.46 70.45 70.01

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 12,641 19,124 21,048 32,690 38,961

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

〃 △14,554 △18,722 △18,068 △13,693 △28,936

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

〃 △3,101 △1,741 △26,092 △7,790 △4,350

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

〃 11,522 26,832 11,237 28,085 34,032

従業員数[外、平均臨時雇用者数] 人
6,969

[1,024]
6,913

[1,138]
6,788
[955]

6,842 
[1,061]

6,812

[1,085]

(2)提出会社の経営指標等  

売上高 百万円 91,346 96,312 100,456 193,596 196,881

経常利益 〃 8,768 12,352 17,544 20,021 27,112

中間（当期）純利益 〃 5,516 7,246 10,870 13,027 18,198

資本金 
（発行済株式総数） 

〃
(千株) 

88,955
(382,863)

88,955
(382,863)

88,955
(382,863)

88,955 
(382,863)

88,955
(382,863)

純資産額 百万円 287,942 299,719 280,794 297,484 304,646

総資産額 〃 369,717 387,631 381,837 383,571 398,346

１株当たり配当額 〃 6.50 8.50 11.00 15.00 18.50

自己資本比率 ％ 77.9 77.3 73.5 77.56 76.48

従業員数 人 2,583 2,695 2,734 2,535 2,613



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社の異動についても特に記載すべき事項はない。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２．全社は、基礎研究および管理部門の従業員である。 

３．臨時従業員には、季節工及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いている。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）である。 

  

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はない。 

  

  

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

化成品・樹脂 
  

3,059 [195] 

繊維 
  

1,725 [107] 

機能材料・メディカル他 
  

1,784 [651] 

全社 
  

220 [ 2] 

合計 
  

6,788 [955] 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 2,734 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間の世界経済は、欧州や中国が成長を続けたが、米国景気は金融市場の混乱の影響により減速懸念が高

まった。一方、国内景気は、設備投資を中心に企業部門が好調を維持し回復基調を保ったが、米国景気減速懸念と原燃料価格

の更なる高騰などにより先行きには不透明感が増している。 

このような環境下、クラレグループは２年目を迎える中期経営計画『ＧＳ－２１』（平成18年度－20年度）で掲げた重点課

題に「果敢な実行」をもって取り組み、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比14,934百万円（7.8％）増の206,197百万

円、営業利益は5,139百万円（26.8％）増の24,282百万円、経常利益は5,408百万円（31.3％）増の22,688百万円、中間純利益

は4,016百万円（40.6％）増の13,898百万円と増収、増益を達成した。 

  

①事業の種類別セグメント 

ａ．化成品・樹脂事業 

化成品・樹脂事業の売上高は前年同期比15,876百万円（15.6%）増の117,951百万円、営業利益は5,927百万円（33.9%）増の

23,406百万円となった。 

・ ポバールは、全体として増収、増益となった。光学用ポバールフィルムが大型液晶ＴＶ等液晶ディスプレイの需要増に

より、売上を拡大した。また、倉敷事業所の新ライン（3,000万㎡）の稼動を開始し、生産能力は年産6,100万㎡から

9,100万㎡に拡大した。ポバール樹脂は原燃料価格高騰に対し値上げ推進に努めた。ＰＶＢフィルムは建築用途が好調に

推移し売上を伸ばした。 

・ EVOH樹脂「エバール」は、増収、増益となった。食品包装用途が堅調に推移した。ガソリンタンク向け用途はアジア市

場での需要拡大により全体として数量を伸ばした。また、原燃料価格の製品価格への転嫁も徐々に浸透した。 

・ イソプレン関連は、全体として原燃料価格高騰の影響を受け、増収、減益となった。熱可塑性エラストマー「セプト

ン」は、差別化品の展開に加え、値上げやコストダウンに努めた。また、特殊化学品は海外市場を中心に好調なもの

の、ファインケミカルは引続き香料や農薬の中間体が競合激化の影響で厳しい状況が続いた。 

・ メタクリル樹脂は、原燃料価格高騰を値上げでカバーしきれず、増収ながら減益となった。導光体向け成形材料の需要

は好調に推移した。 

b．繊維事業 

繊維事業の売上高は前年同期比220百万円（0.4%）増の53,307百万円、営業利益は182百万円（4.5%）減の3,850百万円となっ

た。 

・ ビニロンは、増収、増益となった。アスベスト代替のFRC（セメント補強材）用途が好調に推移し、原燃料価格の製品価

格への転嫁もようやく浸透しはじめた。 

・ 人工皮革「クラリーノ」は、減収、減益となった。軽工品や研磨材等が堅調に推移したが、靴用途の低調と原燃料価格

高騰の影響を受けた。 

・ 不織布は、増収、減益となった。自動車分野向け販売等で数量は堅調に推移したが、原料高騰の影響を受けた。面ファ

スナーは売上、利益とも横ばいで、車輌用途は拡大した。 

・ 高強力繊維「ベクトラン」は米国市場での展開を中心に堅調に推移した。 

・ ポリエステルは、減収、増益となった。スポーツ衣料等得意分野が堅調に推移した。原燃料価格高騰の影響を受けた

が、値上げやコストダウンに努めた。 

ｃ．機能材料・メディカル他の事業 

機能材料・メディカル他の事業の売上高は前年同期比1,163百万円（3.2%）減の34,939百万円、営業利益は632百万円

（19.2%）増の3,927百万円となった。 

・ メディカル事業は、歯科材料は米国等海外で売上を伸ばした。本年10月をもって透析事業を旭化成メディカル株式会社

と事業統合した。 

・ 機能材料は、耐熱性ポリアミド樹脂「ジェネスタ」は引続きアジアでの電子材料向け販売が堅調に推移した。現在、旺

盛な需要に対応するため、増設工事を進めている。活性炭事業は浄水用途等が堅調で売上を伸ばした。工事受注が好調

なエンジニアリング事業をはじめ、その他の関連事業は堅調に推移した。 

・ 昨年12月をもってオプトスクリーンの生産を停止し、同事業から撤退したことにより、売上高は5,042百万円減少した。

  

 なお、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は782百万円増の6,520百万円となった。 

  

②所在地別セグメント 



ａ．日本 

ポバール樹脂、光学用ポバールフィルム、「エバール」、光学用メタクリル樹脂、「セプトン」等が数量増により売上を拡

大した。その結果、売上高144,125百万円、営業利益は26,586百万円と増収、増益となった。 

ｂ．北米 

「エバール」や「セプトン」は原燃料価格高騰の影響を受けたが、数量増により売上を伸ばし、売上高は16,181百万円、営

業利益は1,594百万円と増収、増益となった。 

ｃ．欧州 

建築用途のＰＶＢフィルムをはじめ、ポバール樹脂、「エバール」は原燃料価格高騰の影響を受けたが、需要が好調で売上

が増加し、売上高は38,154百万円、営業利益は2,902百万円と増収、増益となった。 

ｄ．アジア 

「クラリーノ」は軽工品が堅調に推移し、ポバール樹脂は値上げ等により収益を改善し、売上高は7,736百万円、営業利益は

１百万円と減収ながら増益となった。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが21,048百万円、投資活動による

キャッシュ・フローが△18,068百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローが△26,092百万円で、当中間連結会計期間の現

金及び現金同等物(以下資金という)の残高は前連結会計年度末より22,794百万円減少して11,237百万円となった。 

 営業・投資・財務による各々のキャッシュ・フローの主な内容は次の通りである。 

  

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間（当期）純利益21,972百万円及び減価償却費14,410百万円などの

収入に対し、法人税等の支払6,758百万円などの支出により、収入が前年同期比1,923百万円増加して21,048百万円の収入と

なった。 

  

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、年金保険積立金の取崩し2,920百万円などの収入に対し、有形・無形固定資産の取得

22,074百万円などの支出により、支出が前年同期比653百万円減少して18,068百万円の支出となった。 

  

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れ5,900百万円及び短期借入金の純増加額4,455百万円などの収入に対し、

自己株式の取得30,109百万円、長期借入金の返済5,000百万円及び配当金の支払3,679百万円などの支出により、支出が前年

同期比24,351百万円増加して26,092百万円の支出となった。 

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構

造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品が多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受

注規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。 

 このため生産、受注及び販売の状況については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて

示している。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

なお、当社は以下のとおり、株式会社の支配に関する基本方針および不適切な支配の防止のための取組みについて定めてい

る。 

  

＜株式会社の支配に関する基本方針および不適切な支配の防止のための取組み＞ 

（Ⅰ）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

昨今、日本の企業社会の構造は大きく変わりつつある。たとえば、株式の持合いの解消が進み、会社は株主のものとする考え

方や株主の声に配慮した経営が一層浸透する一方で、企業買収に対する株式市場、企業社会の理解も深まってきている。こうし

た中で、企業買収の対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として株式

の大量買付けを強行する動きが顕在化している。もとより、当社は、このような敵対的な株式の大量買付けであっても、その具

体的な条件・方法等によっては、当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資する場合もあると認識している。そして、当社が

資本市場に公開された株式会社である以上、当社の株式の買付提案に応じるべきか否かの判断は、 終的には、個々の株主に

よってなされるべきであると考えている。 

しかしながら、上記のような一方的な株式の大量買付けの中には、株主に対して当該大量買付けに関する十分な情報が提供さ

れず株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主が当該大量買付けの条件・方法等の検討を行ったり、当社取

締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないも

の等当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう株式の大量買付けもないとはいえない。 

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を

支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保・向上させること

を真摯に目指す者でなければならないと考えている。したがって、上記のような当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損な

うおそれのある株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考える。 

  

（Ⅱ）基本方針の実現に資する取組み 

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の向上のために 優先されるべき課題であ

ると考え、以下のような事項をはじめ当社の企業価値・株主共同の利益の向上のための様々な取組みを行ってきた。 

  

ア．中期経営計画に沿った事業の強化・拡大 

当社のコア・コンピタンスは、高分子化学・合成化学・繊維工学及びその周辺領域における独創性の高い技術力にある。特に

酢酸ビニル系、イソプレン系を中心とする機能性樹脂・化学品や、マイクロファイバー技術を活用した人工皮革等のコア（中

核）事業領域で、長期にわたる、独創性の高い技術・ノウハウの蓄積と、粘り強いアプリケーション開発努力により、世界市場

をリードするユニークな製品群を継続的に生み出してきた。今後も当社の保有する技術資産及び市場開発力を、当社の企業価

値・株主共同の利益の向上に 大限に結び付けるためには、中長期的な視点から研究開発・市場開発に努め、市場動向を見極め

たタイムリーな事業拡大施策により、安定的かつ持続的な成長を実現していく必要があると考える。 

このことから、当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の向上のために、昭和59年以降、中期経営計画の策定・実行を通じ

た事業の強化・拡大に取り組んできた。 

近では、平成13年度～平成17年度に実施した前中期経営計画『Ｇ－２１』において、事業ポートフォリオの大胆な改編によ

る収益力・成長力の向上を目指し、以下の諸施策を実施してきた。 

  

① コア事業の拡大 

・自社開発の高シェア事業の市場拡大に応じた生産設備増強 

・Ｍ＆Ａ遂行による事業補完・領域拡大   

② 競争劣位にあるノンコア事業の縮小・撤退 

③ 新事業開発の推進 

④ 資産のスリム化・資産効率の向上 



⑤ 意思決定のスピード化と可視化を促す諸制度の導入 

  

これらの諸施策の結果、 終平成17年度には、営業利益が383億円、当期純利益が212億円と、『Ｇ－２１』の開始前の平成12

年度からそれぞれ約２倍、約５倍に増加した。また資産効率を表わすＲＯＡも、3.9％から8.2％へと倍増以上の成果を上げた。 

この『Ｇ－２１』の終了を受けて、当社は、平成18年度より、将来あるべき企業像を表現した「１０年企業ビジョン」を掲

げ、これに向けた３ヵ年の実行計画である新中期経営計画『ＧＳ－２１』を開始した。この計画は、『Ｇ－２１』の成果を受け

継ぎ、その価値観を継承・発展させることで「１０年企業ビジョン」実現への基盤を築くことを目指しており、以下の経営課題

に取り組むこととしている。 

  

① コア事業（基幹素材事業）の質的向上とグローバルな拡大 

② 新成長領域（光学・自動車・エネルギー分野等）の拡大に向けた経営資源の重点投入 

③ 競争劣位にある事業・製品の再編整理 

④ グローバル企業としての経営体制の確立 

  

これらにより、『ＧＳ－２１』の 終年度である平成20年度には、営業利益500億円以上、当期純利益300億円以上、ＲＯＡ

９％以上の達成に加えて、ＲＯＥ７％以上の達成を目指している。 

  

イ．コーポレート・ガバナンス体制の構築 

以上の取組みに加えて、当社は、上記（Ⅰ）の基本方針の実現に資する取組みとして、当社のコーポレート・ガバナンス体制

の構築を進めている。当社は、経営の効率性と公正性を確保する効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築により、多様な

利害関係者との適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、長期的・持続的に企業価値・株主共同の利益を向上さ

せ、上記（Ⅰ）の基本方針の実現に資するものと考える。当社は、この認識のもとに、以下のとおりのコーポレート・ガバナン

ス体制を構築している。 

  

① 取締役及び業務執行機関 

当社は、機動的な経営の意思決定を図るため取締役の定員を10名以内と定め、また株主に対する責任を明確化するためその任

期を１年としている。さらに、業績連動型報酬制度、ストックオプション制度を導入し、取締役の株主利益向上へのインセン

ティブを高めている。 

また、当社は、取締役としての経営意思決定・監督の責任と、業務執行上の責任とを明確に分離するため、執行役員制を導入

している。執行役員（任期１年）はカンパニー、事業部及び主要職能組織の長の職位に就き、執行責任と業績に対する結果責任

を負う。 

② 監査役 

当社の監査役は５名とし、このうち３名は独立した社外監査役としている。 

③ 経営諮問会議 

当社は、社長の業務執行に対して、法令遵守、株主権保護、経営の透明性確保の視点から助言することを職務とする経営諮問

会議を設置している。 

経営諮問会議の常任メンバーは５名とし、うち１名（議長）は当社社長経験者、４名は企業経営や企業法務に豊富な経験を持

つ社外有識者としている。同会議は、定期的に重要な経営方針や経営課題、社長の進退、後継者候補の選定、社長の報酬等に関

し、社長に対して助言を行っている。 

  

 



（Ⅲ）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み 

当社は、平成19年4月26日開催された取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための取組みとし

て、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、以下のとおり、当社の株式の大量買付行為に関する対応策（以下「本

プラン」）の導入を決定した。本プランは平成19年６月20日開催の当社定時株主総会において、出席株主の議決権の過半数の賛

同を得て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力を生じた。 

  

１．当社の基本方針の概要及び本プラン導入の目的 

昨今、買収対象会社の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ず、突如として株式の大量買付けを強行する動きが顕

在化している。こうした大量買付けの中には、 

(ⅰ) 株主に十分な情報が提供されず、株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの 

(ⅱ) 株主がその条件・方法等の検討を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されない

もの 

(ⅲ) 真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの 

等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえない。 

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉及び各利害関

係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保・向上させることを真摯に目

指す者でなければならないと考えている。したがって、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれのある株式

の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考える。 

本プランは、このような基本方針に照らして不適切な者により、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みとして、当社株式の大量買付行為(注)を行う場合の手続（以下「大量買付ルール」）を定め、大量買付

者に対し、株主の判断に必要な情報の提供と、当該大量買付行為の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるものであり、

当社の企業価値・株主共同の利益を向上させることを目的とする。 

  

２．本プランの適用開始と有効期間 

・本プランは平成19年6月20日開催の当社定時株主総会において、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定

時株主総会の日をもって効力を生じた。 

・本プランの有効期間は、平成21年に開催される当社定時株主総会の終結後 初に開催される取締役会の終結時までとする。

  

３．大量買付ルールの概要 

・大量買付者は大量買付行為を行う場合には、大量買付ルールを遵守する旨の誓約その他一定の事項を記載した意向表明書を

提出する。 

・当社取締役会は、意向表明書を受領後10営業日以内に、大量買付者に対し、提出すべき情報を記載したリストを交付する。

大量買付者は、これに従い、当社株主の判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「大量買

付情報」）を提供する。 

・当社取締役会は、大量買付者による大量買付情報の提供が完了したと客観的合理的に判断する場合には、その旨を大量買付

者に通知するとともに、速やかに株主に公表する。その後、当社取締役会による大量買付情報の評価・検討等を行うための

期間として、60日（対価を現金（円貨）のみとする当社の株券等の全てを対象とする公開買付けによる大量買付行為の場

合）又は90日（その他の大量買付行為の場合）の期間（以下「取締役会評価期間」）を設定する。大量買付者は、この取締

役会評価期間が経過した後にのみ、大量買付行為を開始できるものとする。 

・当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の観点から、大量買付行為に関する意見をとりまとめ、その内容を大量買付者に通知するとともに、適時

かつ適切に株主に公表する。また、必要に応じて、当該大量買付者との間で大量買付行為の条件・方法について協議・交渉

するとともに、株主に代替案の提示を行う。 

  

 



４．大量買付行為が行われる場合の対応 

(１)対抗措置発動の条件 

(ⅰ)大量買付者が大量買付ルールに従わずに大量買付行為を行う場合 

この場合には、具体的な大量買付行為の条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大量買付行為を当社の企

業価値・株主共同の利益を著しく損なう敵対的買収行為とみなし、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる

ために必要かつ相当な対抗措置を講じることができるものとする。 

  

(ⅱ)大量買付者が大量買付ルールに従って大量買付行為を行う場合 

この場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に対して反対であったとしても、原則として、当該大量買付行為

に対する対抗措置は講じない。 

但し、当該大量買付行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社

取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることがある。 

  

(２)対抗措置の内容 

当社取締役会は、上記(１) (ⅰ)又は(ⅱ)において講じることとされる対抗措置として、差別的な行使条件及び取得条項の

付された新株予約権の無償割当てを行うこととする。 

  

５．特別委員会の設置及び諮問等の手続 

(１)特別委員会の設置 

大量買付者に対して対抗措置を講じるか否かについて、当社取締役会による判断の合理性及び公正性を担保するため、当

社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置する。特別委員会の委員は3名以上とし、社外監査役又は社外有識者か

ら選任されるものとする。 

  

(２)対抗措置発動の手続 

・当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問する。 

・特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当社取締役会に対して対抗措置の発動

の是非について勧告を行う。 

・当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を 大限尊重するものとする。 

  

(注１)本プランにおける大量買付行為とは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20％以

上となる買付け、又は②当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けを指す。 

(注２)上記（Ⅲ）の記載は、本プランの概要をわかりやすく説明するために作成されたものです。本プランの詳細について

は、インターネット上の当社のウェブサイトに掲載する平成19年4月26日付プレスリリース「当社の株式の大量買付行為

に関する対応策（買収防衛策）の導入について(概要)」（http://www.kuraray.co.jp/release/2007/070426_01.html）

に添付した同日付の別途開示資料をご覧下さい。 

  

（Ⅳ）上記（Ⅱ）の取組みについての取締役会の判断 

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の向上のために 優先されるべき課題

であると考え、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的に、上記（Ⅱ）の取組みを行ってきた。これらの取組みの実

施を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、

上記のような当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大量買付けは困難になるものと考えら

れ、これらの取組みは、上記（Ⅰ）の基本方針に資するものであると考えている。 

したがって、上記（Ⅱ）の取組みは、上記（Ⅰ）の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、

また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えている。 

 



（Ⅴ）上記（Ⅲ）の取組みについての取締役会の判断 

上記（Ⅲ）の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大量買付者及び当社の企業価値・

株主共同の利益を著しく損なう大量買付行為を行おうとする大量買付者に対して対抗措置を発動できるとすることで、これら

の大量買付者による大量買付行為を防止するものであり、上記（Ⅰ）の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みである。また、上記（Ⅲ）の取組みは、当社の企業価値・株主

共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者に対して、当該大量買付者が実施しようとする大量買付行為に

関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものである。さら

に、上記（Ⅲ）の取組みにおいては、株主意思の重視（株主総会決議とサンセット条項）、合理的な客観的要件の設定、特別

委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記（Ⅲ）の取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が

確保されているものである。 

したがって、上記（Ⅲ）の取組みは上記（Ⅰ）の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えている。 

  

＜補足＞ 

当社は、平成19年6月20日開催の定時株主総会終了後に開催した取締役会にて特別委員会委員として下記の3名を選任した。

  

（委員） 

北川 俊光（きたがわ としみつ） 

当社社外監査役 当社経営諮問会議常任メンバー 

関西大学法務研究科教授 弁護士  

小野寺 弘夫（おのでら ひろお） 

当社社外監査役 

東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー 

大内 照之（おおうち てるゆき） 

当社経営諮問会議常任メンバー 

弁護士 

  

 



４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は次のとおりである。 

  

(事業統合に関する契約) 

  

 

  
旭化成メディカル株式会社との吸収分割契約 
  
当社の100%子会社のクラレメディカル株式会社と旭化成ファーマ株式会社の100%子会社の旭化成メディカル株
式会社とは、両社の透析および血液浄化分野における事業基盤の強化を目的として、平成18年12月に両事業統
合に関する基本合意に達していたが、統合対象事業のうち血液浄化事業については、公正取引委員会から「国
内市場での競争を制限するおそれがない」旨の回答を得られる見通しが立たなかったため、クラレメディカル
株式会社の透析事業のみを統合対象として吸収分割により旭化成メディカル株式会社の透析・血液浄化事業と
統合することとし、平成19年７月31日に吸収分割契約を締結した。 
  
(1)分割の方法 
クラレメディカル株式会社を分割会社、旭化成メディカル株式会社（平成19年10月１日付で旭化成クラレメデ
ィカル株式会社に商号変更し、同時に同社の透析・血液浄化事業以外の事業を新設分割により新設会社に分
割・承継させる）を承継会社とする吸収分割 
  
(2)分割期日 
平成19年10月１日 
  
(3)分割に際して発行する株式及び割当 
旭化成メディカル株式会社は、本分割に際し普通株式128,000株を発行し、その全てをクラレメディカル株式
会社に割当てる。 
  
(4)割当株式数の算定根拠 
類似企業比較法を用いた分析を行って統合時の持株比率を算定し、当該持株比率となるように割当株式数を算
定した。 
  
 (5)承継会社が承継する権利義務 
本件事業に属する一切の資産、債務（ただし、クラレメディカル株式会社の本件事業に関する製造設備、貸付
債権、売掛債権、買掛債務、および担保物返還債務を含まない） 
  
(6)分割する資産、負債の状況（平成19年10月１日現在） 

  
(7)旭化成クラレメディカル株式会社の概要 
  

  
  

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円） 

流動資産 906 流動負債 － 

固定資産 492 固定負債 － 

合計 
1,398

合計
－ 

商号   旭化成クラレメディカル株式会社 

本社所在地   東京都千代田区神田美土代町９番地１ 

資本金   ８億円 

代表者   吉田安幸 

事業内容   透析および血液浄化治療製品の開発・製造・販売 



(吸収合併) 

  

 

クラレ新潟化成株式会社（当社100%子会社）との吸収合併契約
  
(1)合併の目的 
クラレ新潟化成株式会社のメタアクリル樹脂キャスト板生産終了および人工大理石生産の当社への統合 
  
(2)合併の方法 
当社を存続会社、クラレ新潟化成株式会社を消滅会社とする吸収合併（クラレ新潟化成株式会社は会社法第
784条第１項の規定による略式合併、当社は会社法第796条第3項の規定による簡易合併） 
  
(3)合併期日 
平成19年10月１日 
  
(4)合併の対価等 
クラレ新潟化成株式会社は当社100%子会社であるため、合併に際して、当社はクラレ新潟化成株式会社に対し
て株式・金銭その他の合併対価を交付していない。 
なお、本合併による当社の資本金の増加はない。 
  
(5)引継資産・負債の状況（平成19年10月１日現在） 

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円） 

流動資産 11 流動負債 492 

固定資産 134 固定負債 － 

合計 146 合計 492 



(吸収分割) 

  

 

  
クラレ西条株式会社・クラレ玉島株式会社（ともに当社100%子会社）との吸収分割契約 
  
(1)分割の目的 
グループ全体の業務効率向上と競争力強化のため、生産子会社に委託していた生産品目の一部を当社に移管す
る。 
  
(2)分割の方法 
クラレ西条株式会社およびクラレ玉島株式会社を分割会社とし、当社を分割承継会社とする吸収分割（両分割
会社は会社法第784条第１項による略式分割、当社は会社法第796条第3項による簡易分割） 
  
(3)分割期日 
平成19年10月１日 
  
(4)分割の対価および資本金等の増減 
両分割会社はともに当社100%子会社であるため、分割に際して、当社は両分割会社に対して株式・金銭その他
の分割対価を交付していない。 
なお、本分割による当社および両分割会社の資本金等の増減はない。 
  
(5)承継会社が承継する権利義務 
両分割会社の下記の分割対象事業（当社からの生産委託による）に関する資産、債務その他の権利義務 
a)クラレ西条株式会社  ポバールフィルム、液晶ポリマーフィルム、不織布およびＰＶＡゲルの生産ならび

に間接業務 
b)クラレ玉島株式会社  ポバールフィルムの生産および間接業務 
  
(6)分割する資産・負債の状況（平成19年10月１日現在） 
a)クラレ西条株式会社の分割対象事業 

  
b)クラレ玉島株式会社の分割対象事業 

  
  

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円） 

流動資産 1,329 流動負債 1,136 

固定資産 129 固定負債 311 

合計 1,459 合計 1,448 

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円） 

流動資産 754 流動負債 729 

固定資産 79 固定負債 88 

合計 833 合計 817 



５【研究開発活動】 

当社グループにおける研究開発活動は、企業ミッション「私たちクラレグループは、独創性の高い技術で産業の新領域を開拓

し、自然環境と生活環境の向上に寄与します。」に基づいて、社内カンパニー・事業部・連結子会社に所属するディビジョン研

究開発とコーポレート研究開発との緊密な連携の下に推進されている。 

平成18年度から平成20年度の３ヵ年の中期経営計画『ＧＳ－２１』では、『量から質への変換を図りつつ持続的に成長するス

ペシャリティー化学企業を目指して、市場成長が期待される、光学、電気・電子、自動車、環境・エネルギー、ヘルスケア分野

を中心に「ベースとなる素材の開発」に加えて、「より加工度を高め機能性を付与した材料・部材」の事業開発に注力する』と

いう全社開発方針を定めている。 

平成19年度から新たにＣＴＯ（開発・技術統括管掌）を設置し、全社研究開発の加速化と技術力の強化に取り組んでいる。平

成19年度上期は、選択と集中のため注力開発テーマの絞り込みと開発人材の再配置を行うとともに、コーポレート研究開発にお

ける探索機能の強化および、事業化支援体制の拡充を図った。 

コーポレート研究開発は、くらしき研究所、つくば研究所、及びクラレリサーチ&テクニカルセンターUSA（米国）の研究所体

制で運営している。ディビジョン研究開発は、社内カンパニー・事業部・連結子会社が各事業所に研究開発部署を有している。

これらを合わせた当社グループ（当社および連結子会社）の研究開発人員数は、805人である。当中間連結会計期間の研究開発費

は、化成品・樹脂セグメント2,548百万円、繊維セグメント1,325百万円、機能材料・メディカル他セグメント863百万円、全社共

通2,501百万円、合計7,239百万円である。 

  

主な研究開発活動： 

化成品・樹脂セグメント 

・ PVA（ポリビニルアルコール）、PVB（ポリビニルブチラール）およびEVOH樹脂「エバール」の酢酸ビニルチェーンにつ

いては、世界のリーディングカンパニーとして、国内外の研究開発部署が緊密に連携し、新規用途開発、新商品開発、

新規生産技術開発も併せ研究開発活動を推進している。 

・ ガスバリア材料では、高いガスバリア性とゴムのような柔軟性・弾力性、優れた加工性を併せ持つ新しいバリア樹脂

「エバールSP」、高いガスバリア性と耐レトルト性を併せ持つ食品包装用の新規透明フィルム「クラリスタ」等の用途

開拓を加速するほか、スーパーバリア材料（スカベンジャー）など当社独自の新商品の市場開発を進めている。 

・ 熱可塑性エラストマーについては、耐熱性、耐油性を向上させた「セプトンVシリーズ」の開発等、新規用途開発、新商

品開発を中心に研究開発活動を行っており、平成19年度上期には耐摩耗性、耐傷つき性、軽量性、耐加水分解性に優れ

たポリマーアロイの設計に適する新規熱可塑性エラストマー「Qポリマー」を開発した。さらには、透明性や耐候性と柔

軟性を併せ持つ新規素材「アクリル系熱可塑性エラストマー」について、当社独自の重合技術に基づく世界初の量産技

術を開発し、事業化を推進している。 

・ メタクリル樹脂については、ディスプレイ分野の事業拡大を背景として、高機能を付与した新商品開発、新規用途開発

を主体に研究開発活動を行っている。 

  

繊維セグメント 

・ PVA繊維については、「パワロン」を用いる高耐久性コンクリート補修材、「クラテック」を用いるコンクリート補強材

等各用途での事業拡大を推進する研究開発活動に注力している。また、新規水溶性樹脂「エクセバール」を溶融紡糸し

た「ミントバール」、及びそれを用いた特殊複合加工糸「セルレーナ」等の独自繊維素材に関する研究開発活動にも注

力しており、平成19年度上期には、独自の金属ナノ微粒子複合技術を用いた新しいタイプの導電性繊維「クラロンEC」

の開発に成功した。 

・ 火星探査機用エアバッグに使用されたスーパー繊維「ベクトラン」については、高強度、耐水性、耐クリープ性の特徴

を活かした新規用途開発を進めている。 

・ 人工皮革「クラリーノ」については、「パーカッシオ」、「アマレッタ」など新商品開発、新規用途開発を中心とする

研究開発活動を行うと共に、環境対応次世代型商品「ティレニーナ」の研究開発活動にも注力している。 

  

機能材料・メディカル他セグメント 

・ 高耐熱性ポリアミド「ジェネスタ」では、需要が拡大している電気・電子部品分野に加え、自動車分野の事業拡大を推

進すべく新商品開発、新規用途開発を行っている。 

 



・ 環境事業においては当社独自技術により従来にない大孔径の工業膜を開発、さらには微生物固定化担体「クラゲール」

を使用し生物処理槽の小スペース化を実現した生物処理槽・汚泥減容槽・沈殿槽から構成される排水処理システム「ゼ

クルス」を開発した。 

  

コーポレート研究開発 

・ コーポレート研究開発は、市場成長が期待される「光学」、「電気・電子」、「自動車」、「環境・エネルギー」、

「ヘルスケア」分野から、さらに「電子・光学材料」、「環境・エネルギー」分野を重点注力分野とし、新規事業の創

出と育成に注力している。 

・ 光学分野においては、新たな精密加工技術を開発し、「機能複合型導光体「ミラブライト」等の液晶ディスプレイの新

部材を開発している。加えて、産学連携の次世代モバイル用表示材料技術研究組合（ＴＲＡＤＩＭ）に参画し超薄型

バックライトユニットの開発を担当する等、次世代商品に関する研究開発活動を積極的に行っている。 

・ エネルギー分野を指向し、数年後に市場の立ち上がりが予想されるメタノール系燃料電池に用いられる高性能な電解質

膜等の新材料・新部材に関する研究開発活動を推進している。 

・ ライフサイエンス分野では、メディカル関連新規事業の創出を目指して、新しい整形外科向け材料の開発を行ってい

る。 

・ 当社独自のポリマー設計・合成技術、アロイ化技術により開発した新規高分子固体電解質と炭素材料設計技術を用いた

柔軟な電極からなり、従来のポリマーアクチュエータでは難しかった低電圧で駆動し、かつ空気中での安定動作が可能

な新規のイオン導電性高分子型ポリマーアクチュエータの開発に着手した。 

・ 高輝度の無機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）を利用した液晶ディスプレイ用バックライト白色光源の開発について

は、茶谷産業株式会社との共同開発会社「クラレルミナス株式会社」において、事業化に向けた開発を推進している。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

(2）前連結会計年度末において、実施中又は計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修のうち、当中間連結会計期間に完了

したものは次のとおりである。 

  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 完了年月 

㈱クラレ 
倉敷事業所 
（岡山県倉敷市） 

化成品・樹脂 
光学用ポバールフィルム生
産設備増強工事 

平成19年８月 



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,000,000,000 

計 1,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年12月18日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 382,863,603 382,863,603

東京証券取引所
 (市場第一部) 
大阪証券取引所 
 (市場第一部) 

－ 

計 382,863,603 382,863,603 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

平成14年６月27日定時株主総会決議 

 （注） クラレエンジニアリング株式会社、クラレケミカル株式会社、クラレトレーディング株式会社、クラレプラスチックス株

式会社、クラレ不動産株式会社、クラレテクノ株式会社、株式会社テクノソフト、Kuraray America, Inc.、Eval Company 

of America、Kuraray Europe GmbH、EVAL Europe N.V.およびKuraray Specialities Europe GmbH（平成18年９月 Kuraray 

Europe GmbH と合併）の12社をいう。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 859 836 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 429,500 418,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり    825 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月28日 
至 平成24年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    825 
資本組入額    413 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時において当社ならびに当社の子会社の取締
役、監査役および従業員であることを要するものとす
る。ただし、当社の取締役、監査役もしくは理事または
当社の主要子会社(注)の社長の地位にあった者について
は、退任、定年退職後においても行使することができる
ものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



 平成15年６月26日定時株主総会決議 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,024 2,940 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,512,000 1,470,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり    918 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月27日 
至 平成25年６月26日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    918 
資本組入額    459 

新株予約権の行使の条件 
権利行使時において当社ならびに当社の子会社の取締
役、監査役、執行役員もしくは従業員であることを要す
るものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

平成19年５月16日取締役会決議 

  

（注１）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日

（以下「権利行使開始日」という。）から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 

② 上記①に関わらず、新株予約権者が平成34年5月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日か

ら上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 

③ 株主総会又は取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合（注１－１）には、その無償取得

日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約

権を行使できるものとする。 

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

（注１－１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社

となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社の取締役会が別途定める日をもっ

て、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。 

（注２）組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下

「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権（以下「残存新株

予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。 

 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 105 105 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 52,500 52,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり １

新株予約権の行使期間 

自 平成19年６月６日
至 平成34年６月５日 
ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるとき
は、その前営業日を最終日とする。 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,319 
資本組入額   660 

新株予約権の行使の条件 （注１）

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 
－ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２）



① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を１円とし、これに上記③に従って決定

される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権の行使期間 

組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額 

会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得条項 

上記（注１－１）に準じて決定する。 

⑨ その他の新株予約権の行使の条件 

上記（注１）に準じて決定する。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日 

－ 382,863,603 － 88,955 － 87,098



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本ト

ラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）の所有株式は、信託業務に係る株式である。 

２．当社は自己株式34,689,468株を所有している。 

３．①平成19年9月25日付で日本生命保険相互会社及びそのグループ会社１社から、②平成19年9月7日付および平成19年9月

25日付でキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びそのグループ会社１社から、大量保有報告

書（変更報告書）の提出があり以下の株式を保有している旨の報告を受けたが、当社として実質所有株式数の確認がで

きないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載している。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の

内容は次のとおりである。 

  

 

   平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８-11 28,490 7.44 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 24,678 6.45 

全国共済農業協同組合連合会 
東京都千代田区平河町２丁目７－９
（全共連ビル） 

13,695 3.58 

ザ チェース マンハッタン  
バンク エヌ エイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室） 

ウールゲート ハウス．コールマン
ストリート ロンドン EC2P 2HD．
英国 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

12,124 3.17 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６
日本生命証券管理部内 

12,061 3.15 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海１丁目８-11 8,417 2.20 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 8,066 2.11 

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト  
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室） 

P.O.BOX 351 ボストン マサチュー
セッツ 02101 米国 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 
  

8,058 2.10 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 7,396 1.93 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・ 
セキュリティーズ（ジャパン） 
リミテッド（ビー・エヌ・ピー・ 
パリバ証券会社） 

東京都千代田区大手町１丁目７－２
東京サンケイビル 

7,000 1.83 

計 － 129,987 33.95 



①日本生命保険相互会社及びそのグループ会社１社（平成19年９月14日現在） 

  

②キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びそのグループ会社１社 

（平成19年８月31日現在） 

  

（平成19年９月14日現在） 

  

 

      氏名又は名称 住所 所有株式数

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

日本生命保険相互会社 
大阪府大阪市中央区今橋３丁目５－
12 

17,475 4.56

ニッセイアセットマネジメント 

株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６－６     4,935 1.29

     計 

  

  
22,410      5.85

      氏名又は名称 住所 所有株式数

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

キャピタル・リサーチ・アン
ド・マネージメント・カンパニ
ー 

アメリカ合衆国カリフォルニア州、
ロスアンジェルス、サウスホープ・
ストリート333 

21,525 5.62

キャピタル・インターナショナ

ル・リミテッド 

英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴ
ェノー・プレイス 40 

    35 0.01

     計 

  

  
21,561      5.63

      氏名又は名称 住所 所有株式数

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

キャピタル・リサーチ・アン
ド・マネージメント・カンパニ
ー 

アメリカ合衆国カリフォルニア州、
ロスアンジェルス、サウスホープ・
ストリート333 

18,305 4.78

キャピタル・インターナショナ

ル・リミテッド 

英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴ
ェノー・プレイス 40 

    35 0.01

     計 

  

  
18,341      4.79



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 証券保管振替機構名義株式は「完全議決権株式（その他）」の欄に4,500株（議決権の数9個）を含めて記載している。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

（１）新任役員 

    該当事項はない。 

（２）退任役員 

    該当事項はない。 

（３）役職の異動 

 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 34,689,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式345,923,000 691,846 － 

単元未満株式 普通株式 2,251,603 －
１単元（500株）未満の
株式である。 

発行済株式総数 382,863,603 － － 

総株主の議決権 － 691,846 － 

      平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 
株式会社クラレ 

岡山県倉敷市酒津
1621番地 

34,689,000 － 34,689,000 9.06

計 － 34,689,000 － 34,689,000 9.06

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 1,370 1,364 1,454 1,487 1,565 1,546 

低（円） 1,253 1,293 1,323 1,365 1,367 1,412 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 

(上席執行役

員) 

化成品・メディカル

カンパニー長、クラ

レメディカル株式会

社社長 

常務取締役 

(上席執行役

員) 

化成品・メディカ

ルカンパニー長 

蜷川 洋一 平成19年10月1日 



第５【経理の状況】 

  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品

取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務

諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間

監査を受けている。 

  

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金     19,136 12,007   22,924 

２．受取手形及び売掛
金 

    90,753 99,194   96,186 

３．有価証券     16,983 47   12,997 

４．たな卸資産     71,766 73,449   72,231 

５．繰延税金資産     6,175 7,112   6,741 

６．その他     6,194 6,276   7,781 

７．貸倒引当金     △1,036 △952   △892 

流動資産合計     209,973 43.0 197,136 39.8   217,970 42.8

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物   27,336   32,762 30,632  

(2）機械装置及び運
搬具 

  83,292   95,202 86,982  

(3）土地   19,717   19,100 19,028  

(4）建設仮勘定   32,411   36,647 34,978  

(5）その他   2,451 165,209 2,679 186,393 2,529 174,151 

２．無形固定資産          

(1）のれん   28,869   29,456 29,298  

(2）その他   6,294 35,163 5,877 35,333 5,940 35,238 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券   40,178   46,875 49,238  

(2）長期貸付金   2,954   2,468 2,709  

(3）繰延税金資産   2,710   2,755 2,844  

(4）年金保険積立金   21,511   11,895 14,653  

(5）前払年金費用   6,139   7,397 7,106  

(6）その他   5,114   4,780 4,798  

(7）貸倒引当金   △88 78,520 △18 76,154 △18 81,333 

固定資産合計     278,893 57.0 297,881 60.2   290,724 57.2

資産合計     488,867 100.0 495,017 100.0   508,694 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛
金 

    40,715 38,291   43,604 

２．短期借入金     13,348 14,094   11,708 

３．コマーシャルペー
パー 

    - 2,000   - 

４．未払法人税等     5,364 8,635   6,735 

５．賞与引当金     6,395 6,489   6,200 

６．その他の引当金     33 25   29 

 ７．その他     19,524 24,828   26,126 

流動負債合計     85,381 17.5 94,364 19.0   94,404 18.6

Ⅱ 固定負債          

１．社債     10,000 10,000   10,000 

２．長期借入金     4,255 9,755   6,255 

３．繰延税金負債     12,308 9,984   11,128 

４．退職給付引当金     12,758 12,708   12,890 

５．役員退職慰労引当
金 

    158 176   180 

６．その他     15,712 16,581   15,242 

固定負債合計     55,192 11.3 59,205 12.0   55,697 10.9

負債合計     140,574 28.8 153,569 31.0   150,101 29.5

           

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金     88,955 18.2 88,955 18.0   88,955 17.5

２．資本剰余金     87,261 17.8 87,252 17.6   87,314 17.1

３．利益剰余金     162,067 33.2 181,429 36.7   171,427 33.7

４．自己株式     △11,462 △2.3 △40,969 △8.3   △11,280 △2.2

株主資本合計     326,821 66.9 316,668 64.0   336,415 66.1

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評
価差額金 

    14,452 2.9 9,939 2.0   11,321 2.2

２．繰延ヘッジ損益     △91 △0.0 14 0.0   △8 △0.0

３．為替換算調整勘定     4,717 1.0 12,267 2.5   8,410 1.7

評価・換算差額等合
計 

    19,078 3.9 22,221 4.5   19,723 3.9

Ⅲ 新株予約権     - - 69 0.0   - -

Ⅳ 少数株主持分     2,392 0.4 2,488 0.5   2,453 0.5

純資産合計     348,292 71.2 341,447 69.0   358,592 70.5

負債純資産合計     488,867 100.0 495,017 100.0   508,694 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     191,263 100.0 206,197 100.0   385,284 100.0

Ⅱ 売上原価     137,002 71.6 145,636 70.6   275,885 71.6

売上総利益     54,260 28.4 60,561 29.4   109,398 28.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１        

１．販売費   10,840   10,490 21,031  

２．一般管理費   24,277 35,118 18.4 25,788 36,278 17.6 48,147 69,178 18.0

営業利益     19,142 10.0 24,282 11.8   40,220 10.4

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息   439   382 1,021  

２．受取配当金   378   892 918  

３．持分法による投資
利益 

  35   13 77  

４．その他雑収益   492 1,346 0.7 893 2,181 1.0 812 2,829 0.7

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息   184   296 419  

２．たな卸資産処分損   637   615 1,236  

３．為替差損   -   414 -  

４．その他雑損失   2,388 3,209 1.7 2,448 3,775 1.8 4,848 6,503 1.6

経常利益     17,279 9.0 22,688 11.0   36,546 9.5

           



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益          

１．投資有価証券売却
益 

※２ 357   149 3,078  

２．退職給付制度移行
益 

  -   68 634  

３．固定資産売却益 ※３ 211 569 0.3 - 218 0.1 3,746 7,459 1.9

Ⅶ 特別損失          

１．構造改善特別損失 ※４ 1,675   602 5,802  

２．減損損失 ※５ -   194 1,658  

３．固定資産廃棄損失 ※６ 313   136 670  

４．投資有価証券評価
損失 

※７ - 1,988 1.0 - 934 0.5 292 8,423 2.2

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    15,859 8.3 21,972 10.6   35,582 9.2

法人税、住民税及
び事業税 

  4,950   8,541 12,612  

法人税等調整額   974 5,924 3.1 △516 8,025 3.9 443 13,055 3.4

 少数株主利益(減
算) 

    （減算）53 0.0 （減算）48 0.0  （減算）114 0.0

中間（当期）純利
益 

    9,882 5.2 13,898 6.7   22,412 5.8

           



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

  
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

 

  株 主 資 本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本
合 計 

平成18年３月31日 残高 
(百万円) 

88,955 87,226 155,377 △11,583 319,975

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)   △3,123   △3,123

役員賞与(注)   △68   △68

中間純利益   9,882   9,882

自己株式の取得   △66 △66

自己株式の売却   34 187 221

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

    -

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

  34 6,690 120 6,845

平成18年９月30日 残高 
(百万円) 

88,955 87,261 162,067 △11,462 326,821

  評 価・換 算 差 額 等

少数株主 
持分 

純資産 
合 計 

  
その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等 
合 計 

平成18年３月31日 残高 
(百万円) 

16,425 - 2,726 19,151 2,354 341,481

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)     △3,123

役員賞与(注)     △68

中間純利益     9,882

自己株式の取得     △66

自己株式の売却     221

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△1,973 △91 1,991 △72 38 △34

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△1,973 △91 1,991 △72 38 6,811

平成18年９月30日 残高 
(百万円) 

14,452 △91 4,717 19,078 2,392 348,292



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

  
 

  株 主 資 本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本
合 計 

平成19年３月31日 残高 
(百万円) 

88,955 87,314 171,427 △11,280 336,415

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △3,679   △3,679

中間純利益   13,898   13,898

新規連結による減少高   △216   △216

自己株式の取得   △30,109 △30,109

自己株式の処分   △61 421 360

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

    -

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

- △61 10,002 △29,688 △19,747

平成19年９月30日 残高 
(百万円) 

88,955 87,252 181,429 △40,969 316,668

  評 価・換 算 差 額 等

新株 
予約権 

少数株主 
持分 

純資産
合 計 

  
その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 
為替換算
調整勘定 

評価・換算

差額等 
合 計 

平成19年３月31日 残高 
(百万円) 

11,321 △8 8,410 19,723 - 2,453 358,592

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △3,679

中間純利益     13,898

新規連結による減少高     △216

自己株式の取得     △30,109

自己株式の処分     360

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△1,382 23 3,857 2,497 69 35 2,602

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△1,382 23 3,857 2,497 69 35 △17,144

平成19年９月30日 残高 
(百万円) 

9,939 14 12,267 22,221 69 2,488 341,447



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

  
（注） １．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

（注） ２．利益剰余金の「その他」における減少は、国際財務報告基準を適用している海外持分法適用会社における過年度の資産除

却債務の償却によるものである。 

  

  株 主 資 本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本
合 計 

平成18年３月31日 残高 
(百万円) 

88,955 87,226 155,377 △11,583 319,975

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注) １   △3,123   △3,123

剰余金の配当   △3,125   △3,125

役員賞与(注) １   △68   △68

当期純利益   22,412   22,412

自己株式の取得   △176 △176

自己株式の処分   87 479 566

その他（注） ２   △45   △45

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

   

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

- 87 16,050 302 16,440

平成19年３月31日 残高 
(百万円) 

88,955 87,314 171,427 △11,280 336,415

  評 価・換 算 差 額 等

少数株主 
持分 

純資産 
合 計 

  
その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等 
合 計 

平成18年３月31日 残高 
(百万円) 

16,425 - 2,726 19,151 2,354 341,481

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注) １     △3,123

剰余金の配当     △3,125

役員賞与(注) １     △68

当期純利益     22,412

自己株式の取得     △176

自己株式の処分     566

その他（注） ２     △45

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△5,103 △8 5,683 571 99 670

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△5,103 △8 5,683 571 99 17,110

平成19年３月31日 残高 
(百万円) 

11,321 △8 8,410 19,723 2,453 358,592



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

   
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間（当期）
純利益 

 15,859 21,972 35,582 

減価償却費  12,778 14,410 25,495 

減損損失  － 194 1,658 

貸倒引当金の増加額又は 
減少額(△) 

 11 △5 △168 

退職給付引当金の増加額 
又は減少額(△) 

 135 △237 227 

投資有価証券売却益  △357 △149 △3,078 

投資有価証券評価損失  － － 292 

固定資産売却益  △211 － △3,746 

固定資産廃棄損失  313 136 670 

受取利息及び受取配当金  △818 △1,274 △1,939 

支払利息  184 296 419 

売上債権の増加額(△)又は
減少額 

 △262 △1,432 △4,932 

たな卸資産の増加額（△）
又は減少額 

 △1,830 △123 △1,357 

仕入債務の増加額又は  
減少額（△） 

 443 △4,697 2,822 

前払年金費用の増加額
（△）又は減少額 

 △720 △291 △1,963 

その他営業活動による収入
又は支出（△） 

 △104 △1,946 △1,132 

小計  25,421 26,853 48,848 

利息及び配当金の受取額  661 1,234 1,554 

保険金の受取額  － － 2,149 

利息の支払額  △183 △281 △420 

法人税等の支払額  △6,773 △6,758 △13,170 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 19,124 21,048 38,961 



  

 

   
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

定期性預金の純増加額(△)
又は純減少額 

 － 1,120 △1,890 

有価証券の純増加額(△) 
又は純減少額 

 △8,986 △45 △3,292 

有形・無形固定資産の取得
による支出 

 △14,157 △22,074 △32,574 

有形・無形固定資産の除却
による支出 

 △1,356 △1,124 △2,744 

有形固定資産の売却による
収入 

 296 88 4,926 

投資有価証券の取得による
支出 

 △1,569 △311 △16,953 

投資有価証券の売却・償還
による収入 

 449 190 7,464 

年金保険積立金積立て  
による支出 

 △290 △83 △309 

年金保険積立金取崩し  
による収入 

 8,705 2,920 15,842 

長期前払費用の取得による
支出 

 △2,174 － △2,457 

その他投資活動による収入
又は支出(△) 

 361 1,251 3,051 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △18,722 △18,068 △28,936 



  

  

  次へ 

   
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

短期借入金の純増加額又は
純減少額(△) 

 1,625 4,455 △74 

コマーシャルペーパーの 
純増加額又は純減少額(△) 

 － 2,000 － 

長期借入れによる収入  － 5,900 2,000 

長期借入金の返済による  
支出 

 △398 △5,000 △403 

自己株式の売却による収入  221 354 566 

自己株式の取得による支出  △66 △30,109 △176 

配当金の支払額  △3,123 △3,679 △6,248 

少数株主への配当金の  
支払額 

 － △13 △13 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,741 △26,092 △4,350 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 85 205 272 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
又は減少額（△） 

 △1,253 △22,907 5,947 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 28,085 34,032 28,085 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 － 112 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

 26,832 11,237 34,032 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数   35社 (1)連結子会社の数   35社 (1)連結子会社の数   34社 

（主要な連結子会社） （主要な連結子会社） （主要な連結子会社） 

 クラレエンジニアリング㈱、クラレケ

ミカル㈱、クラレトレーディング㈱、ク

ラレプラスチックス㈱、クラレ不動産

㈱、クラレリビング㈱、クラレインテリ

ア㈱、クラレテクノ㈱、㈱テクノソフ

ト、クラレメディカル㈱、クラレ西条

㈱、クラレ玉島㈱、クラレトラベル・サ

ービス㈱、クラレビジネスサービス㈱、

クラレ機工㈱、㈱入間カントリー倶楽

部、クラレファミリー製品㈱、クラレフ

ァスニング㈱、クラレクラフレックス

㈱、クラレ新潟化成㈱、協精化学㈱、㈱

岡山臨港、 

Kuraray Holdings U.S.A., Inc.、

Kuraray America, Inc.、Eval Company 

of America、Kuraray Europe GmbH、

EVAL Europe N.V.、可楽麗香港有限公

司、Kuraray Singapore Pte.,Ltd.、

Kuraray Specialities Asia 

Pte.,Ltd.、Kuraray Specialities 

Europe GmbH、SEPTON Company of 

America 

 クラレトレーディング㈱、クラレエン

ジニアリング㈱、クラレケミカル㈱、ク

ラレプラスチックス㈱、クラレメディカ

ル㈱、クラレファスニング㈱、クラレク

ラフレックス㈱、クラレテクノ㈱、クラ

レ不動産㈱、クラレリビング㈱、クラレ

インテリア㈱、㈱テクノソフト、クラレ

トラベル・サービス㈱、クラレビジネス

サービス㈱、クラレ機工㈱、㈱入間カン

トリー倶楽部、㈱岡山臨港、クラレルミ

ナス㈱、クラレ西条㈱、クラレ玉島㈱、

協精化学㈱、 

Kuraray Holdings U.S.A., Inc.、

Kuraray America, Inc.、Eval Company 

of America、SEPTON Company of 

America、Kuraray Europe GmbH、EVAL 

Europe N.V.、可楽麗香港有限公司、

Kuraray Singapore Pte.,Ltd.、 

Kuraray Specialities Asia Pte.,Ltd. 

 なお、クラレルミナス㈱は前連結会計

年度まで非連結子会社であったＫ・Ｃル

ミナス㈱が商号変更したもので、重要性

が増加したことから当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めている。 

 主要な連結子会社名は、「第１ 企

業の概況４．関係会社の状況」に記載

している。 

 前連結会計年度において連結子会社

であったKuraray Specialities Europe 

GmbHは、Kuraray Europe GmbHと合併

したことから当連結会計年度より連結

の範囲から除外している。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

（主要な非連結子会社） （主要な非連結子会社） （主要な非連結子会社） 

日本海アセチレン㈱ 同左 Ｋ・Ｃルミナス㈱ 

日本海アセチレン㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、その総資産合計額、

売上高合計額、中間純損益の額のうち持

分に見合う額の合計額及び利益剰余金の

額のうち持分に見合う額の合計額等のい

ずれにおいても、中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためである。 

同左  非連結子会社は、その総資産合計額、

売上高合計額、当期純損益の額のうち持

分に見合う額の合計額及び利益剰余金の

額のうち持分に見合う額の合計額等のい

ずれにおいても、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためである。 



  
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の非連結子会社数 (1)持分法適用の非連結子会社数 (1)持分法適用の非連結子会社数 

 ５社   ４社  ５社 

（主要な会社名） （主要な会社名） （主要な会社名） 

日本海アセチレン㈱ 日本海アセチレン㈱ 日本海アセチレン㈱ 

 なお、㈱クラレプランニングシステム

は、清算結了したため、持分法の適用範

囲から除外している。 

なお、前連結会計年度において持分法適

用会社であった三倉化成㈱は、クラレケ

ミカル㈱と合併したことから当中間連結

会計期間より持分法適用の範囲から除外

している。 

 前連結会計年度において持分法適用会

社であった㈱クラレプランニングシステ

ムは、清算結了したことから当連結会計

年度より持分法適用の範囲から除外して

いる。 

(2)持分法適用の関連会社数 (2)持分法適用の関連会社数 (2)持分法適用の関連会社数 

 ３社   ３社  ３社 

（主要な会社名） （主要な会社名） （主要な会社名） 

POVAL ASIA PTE LTD 同左 同左 

(3)持分法を適用していない非連結子会社

(可樂麗国際貿易(上海)有限公司他)及び

関連会社（禾欣可楽麗超繊皮(嘉興)有限

公司他）は、中間連結純損益及び利益剰

余金のうち持分に見合う額等のいずれに

おいても、中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、持分法の適用

範囲から除いている。 

(3)持分法を適用していない非連結子会社 

同左 

(3) 持分法を適用していない非連結子会社

(可樂麗国際貿易(上海)有限公司及び

Ｋ・Ｃルミナス株式会社他)及び関連会

社（禾欣可楽麗超繊皮（嘉興）有限公司

他）は、当期純損益及び利益剰余金のう

ち持分に見合う額等のいずれにおいて

も、連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用範囲から除

いている。 

(4)持分法適用会社の中間決算日に関する

事項 

(4)持分法適用会社の中間決算日に関する

事項 

(4)持分法適用会社の事業年度に関する事

項 

 持分法の適用会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用している。 

同左  持分法の適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、当該

会社の事業年度にかかる財務諸表を使用

している。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、次に掲げる会社の

中間決算日は６月30日であるが、中間連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の中間財務諸表を使用している。 

 なお、中間連結決算日との間に生じた

重要な取引等については、連結上必要な

調整を行っている。 

 連結子会社のうち、次に掲げる会社の

中間決算日は６月30日であるが、中間連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在

の中間財務諸表を使用している。 

 なお、中間連結決算日との間に生じた

重要な取引等については、連結上必要な

調整を行っている。 

連結子会社のうち、次に掲げる会社の

決算日は12月31日であるが、連結財務諸

表の作成にあたっては同日現在の財務諸

表を使用している。 

なお、連結決算日との間に生じた重要

な取引等については、連結上必要な調整

を行っている。 

Kuraray Europe GmbH Kuraray Europe GmbH Kuraray Europe GmbH 

Kuraray Specialities Europe GmbH EVAL Europe N.V.         OOO Trosifol 

000 Trosifol OOO Trosifol Kuraray Singapore Pte.,Ltd. 

Kuraray Singapore Pte.,Ltd Kuraray Holdings U.S.A., Inc.   Kuraray Specialities Asia Pte., Ltd. 

Kuraray Specialities Asia Pte.,Ltd  Kuraray America, Inc.       可楽麗香港有限公司 

可楽麗香港有限公司 Eval Company of America      Kuraray Holdings U.S.A., Inc.  注 

  SEPTON Company of America     Kuraray America, Inc.      注 

  Kuraray Singapore Pte.,Ltd. Eval Company of America     注 

  Kuraray Specialities Asia Pte., Ltd. SEPTON Company of America    注 

  可楽麗香港有限公司 EVAL Europe N.V.         注 

      

    注）当連結会計年度より決算日を12月31

日に変更している。 



  
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ）有価証券 ａ）有価証券 ａ）有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

    同左 …決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 同左 同左 

ｂ）デリバティブ…時価法 ｂ）デリバティブ…同左 ｂ）デリバティブ…同左 

ｃ）たな卸資産 ｃ）たな卸資産 ｃ）たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 同左 同左 

…主として総平均法による原価法     

貯蔵品     

…主として移動平均法による原価法     

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ）有形固定資産 ａ）有形固定資産 ａ）有形固定資産 

…主として、建物（建物附属設備を含

む）は定額法、建物以外は定率法 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

ある。 

…主として、建物（建物附属設備を含

む）は定額法、建物以外は定率法 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

ある。 

…主として、建物（建物附属設備を含

む）は定額法、建物以外は定率法 

なお、主な耐用年数は以下の通りで

ある。 

・建物及び構築物 ・建物及び構築物 ・建物及び構築物 

31年～50年 31年～50年 31年～50年 

・機械装置及び運搬具 ・機械装置及び運搬具 ・機械装置及び運搬具 

４年～10年 ４年～10年 ４年～10年 

  （会計方針の変更）   

    当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

している。 

  なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益に

与える影響は軽微である。 

  



  
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （追加情報）   

  当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、当中間連結会計期間よ

り、平成19年３月31日以前に取得した

資産については、その残存簿価が改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法

により取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上している。 

なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益に

与える影響は軽微である。 

  

ｂ）無形固定資産 ｂ）無形固定資産 ｂ）無形固定資産 

…主として定額法 同左 同左 

なお、主な償却年数は以下の通りで

ある。 

    

・のれん…………15年     

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

ａ）貸倒引当金 ａ）貸倒引当金 ａ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上している。 

同左 同左 

ｂ）賞与引当金 ｂ）賞与引当金 ｂ）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づいて

計上している。 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、賞与支給見込額に基づ

いて計上している。 

同左 



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ｃ）退職給付引当金 ｃ）退職給付引当金 ｃ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として15年）による定額法によ

り費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（主として

15年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしている。 

同左  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として15年）による定額法によ

り費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（主として

15年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしている。 

    （追加情報） 

     提出会社は、平成19年１月１日付に

て適格退職年金制度を廃止し、退職年

金制度をキャッシュバランスプラン及

び確定拠出年金制度に移行している。 

 当該移行に関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年１月31日

企業会計基準適用指針第１号）を適用

しており、税金等調整前当期純利益は

634百万円増加している。 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ｄ）役員退職慰労引当金 ｄ）役員退職慰労引当金 ｄ）役員退職慰労引当金 

 連結子会社役員の退職慰労金の支出

に充てるため、連結子会社各社の内規

に基づく中間期末要支給額を計上して

いる。 

一部の連結子会社では、役員退職

慰労金の支出に充てるため、連結子会

社各社の内規に基づく中間期末要支給

額を計上している。 

一部の連結子会社では、役員退職慰

労金の支出に充てるため、連結子会社

各社の内規に基づく期末要支給額を計

上している。 

（追加情報）   （追加情報） 

 提出会社は、平成18年６月28日開催

の定時株主総会において、役員退職慰

労金制度を廃止し、制度廃止日に在任

していた役員に対し、在任期間に対応

する退職慰労金を役員退任時に支給す

ることを決議している。 

 この決議に伴い、当該打ち切り支給

額を役員退職慰労引当金より取崩し、

固定負債の「その他」に計上してい

る。 

  提出会社では従来、役員退職慰労金

の支出に充てるため、内規に基づく期

末要支給額を計上していたが、平成18

年６月28日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止し、制

度廃止日に在任していた役員に対し、

在任期間に対応する退職慰労金を役員

退任時に支給することを決議してい

る。 

この決議に伴い、当該打ち切り支給

額を役員退職慰労引当金より取崩し、

固定負債の「その他」に計上してい

る。 

（4）重要なリース取引の処理方法 （4）重要なリース取引の処理方法 （4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

いる。 

同左 同左 

(5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 

ａ）ヘッジ会計の方法 ａ）ヘッジ会計の方法 ａ）ヘッジ会計の方法 

 外貨建予定取引に係る為替予約及び

通貨スワップについては、繰延ヘッジ

処理によっている。また、特例処理の

要件を満たす金利スワップについては

特例処理によっている。 

同左 同左 

ｂ）ヘッジ手段とヘッジ対象 ｂ）ヘッジ手段とヘッジ対象 ｂ）ヘッジ手段とヘッジ対象 
  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建予定取引 

通貨スワップ 外貨建予定取引 

金利スワップ 支払利息 

同左 同左 

ｃ）ヘッジ方針 ｃ）ヘッジ方針 ｃ）ヘッジ方針 

 当社及び連結子会社は、社内規定に

定めた管理方針、主管部署、利用目

的、実施基準に基づき、金利変動リス

ク及び為替変動リスクをヘッジしてい

る。 

同左 同左 



  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

ｄ）ヘッジ有効性評価の方法 ｄ）ヘッジ有効性評価の方法 ｄ）ヘッジ有効性評価の方法 

 外貨建予定取引にかかる為替予約及

び通貨スワップに関しては、重要な条

件の同一性を確認し、有効性を評価し

ている。 

 なお、特例処理によっている金利ス

ワップに関しては、取引時に重要な条

件の同一性を確認しているため、有効

性の事後評価を省略している。 

      同左       同左 

(6)その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(6)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

ａ）中間連結会計期間に係る納付税額

（法人税、住民税及び事業税）及び法

人税等調整額は、連結会社が当期に予

定している圧縮記帳積立金、圧縮特別

勘定積立金及び特別償却積立金の積立

て及び取崩しを前提として、当中間連

結会計期間に係る金額を計算してい

る。 

ａ)   ───── ａ）   ───── 

ｂ）消費税等の会計処理 ｂ）消費税等の会計処理 ｂ）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっている。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっている。 

同左 同左 



   中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日） 
  

（期末日満期手形等の会計処理） 

 中間連結会計期間末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理について

は、従来は手形交換日等をもって決済処理していたが、各期間の比較可能性の向上をはかるため、当中間連結会計期間より金

融機関が休日である満期日に決済が行われたものとして処理する方法に変更している。なお、当中間連結会計期間末日満期手

形等の金額は追加情報に記載のとおりである。 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用している。これによる中間連結財務諸表に与える影響はない。 

  

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第８号）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は345,991百万円である。 

  

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改

正平成17年12月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第２号）を適用している。これによる損益に与える影響は

ない。 

  

（企業結合会計に係る会計基準及び事業分離等に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用している。 

 その結果、前中間連結会計期間において、「営業権」として掲記していたもの及び無形固定資産の「その他」に含めて表示

していた「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれん」として表示している。 

 なお、前中間連結会計期間において無形固定資産の「その他」に含めて表示していた「連結調整勘定」の金額は、517百万円

である。 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
  

───── 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

（期末日満期手形等の会計処理） 

連結会計年度末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理については、従

来は手形交換日等をもって決済処理していたが、各期間の比較可能性の向上をはかるため、当連結会計年度より金融機関が休

日である満期日に決済が行われたものとして処理する方法に変更している。なお、当連結会計年度末日満期手形等の金額は追

加情報に記載のとおりである。 

  

 



（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を

適用している。これによる連結財務諸表に与える影響はない。 

  

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は356,147百万円である。 

  

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正） 

 当連結会計年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平

成18年８月11日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２号）を適用している。これによる損益に与える影響はな

い。 

  

（企業結合会計に係る会計基準及び事業分離等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号）を適用している。 

 その結果、前連結会計年度において、「営業権」として掲記していたもの及び無形固定資産の「その他」に含めて表示して

いた「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「のれん」として表示している。 

 なお、前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」に含めて表示していた「連結調整勘定」の金額は498百万円であ

る。 

 



表示方法の変更 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結損益計算書関係） （中間連結損益計算書関係） 

 前中間連結会計期間まで一括掲記していた「受取利

息及び配当金」は、連結損益計算書における表示の明

瞭性を高めるため、当中間連結会計期間より「受取利

息」と「受取配当金」に区分掲記している。なお、前

中間連結会計期間における「受取利息」の金額は393

百万円、「受取配当金」の金額は329百万円である。 

 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に

含めて掲記していた「為替差損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記している。なお、前中間連結会計期間にお

ける「為替差損」の金額は282百万円である。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「為

替差益」は、当中間連結会計期間において差損に転じ

かつ金額的重要性が乏しくなったため、「その他営業

活動による収入又は支出（△）」に含めて表示してい

る。なお、当中間連結会計期間の金額は△37百万円で

ある。 

 前中間連結会計期間において、投資活動によるキャ

ッシュフローの「その他投資活動による収入又は支出

（△）」に含めて表示していた「有形・無形固定資産

の除却による支出」及び「長期前払費用の取得による

支出」は金額的重要性が増加したことから、当中間連

結会計期間より区分掲記している。なお、前中間連結

会計期間の「有形・無形固定資産の除却による支出」

の金額は△136百万円、「長期前払費用の取得による支

出」の金額は△225百万円である。 

 前中間連結会計期間において、投資活動によるキャ

ッシュフローの「その他投資活動による収入又は支出

（△）」に含めて表示していた「定期性預金の純増加

額（△）又は純減少額」は、金額的重要性が増加した

ことから、当中間連結会計期間より区分掲記してい

る。なお、前中間連結会計期間の「定期性預金の純増

加額（△）又は純減少額」の金額は△300百万円であ

る。 

 前中間連結会計期間において、区分掲記していた

「長期前払費用の取得による支出」は、金額的重要性

が減少したことから、当中間連結会計期間より投資活

動によるキャッシュフローの「その他投資活動による

収入又は支出（△）」に含めて表示している。なお、

当中間連結会計期間における「長期前払費用の取得に

よる支出」の金額は△282百万円である。 

 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュフローの「その他営業活動による収入又は支出

（△）」に含めて表示していた「前払年金費用の増加

額（△）又は減少額」は、明瞭性を高めるために当中

間連結会計期間から区分掲記している。なお、前中間

連結会計期間の「前払年金費用の増加額（△）又は減

少額」の金額は△1,262百万円である。 

  



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

期末日満期手形等の会計処理 期末日満期手形等の会計処理 期末日満期手形等の会計処理 

 中間連結会計期間末日満期手形及び確

定期日現金決済（手形と同条件で手形期

日に現金決済する方式）の会計処理につ

いては、当中間連結会計期間末日は金融

機関が休日であったが、満期日に決済が

行われたものとして処理している。当中

間連結会計期間末日満期手形等の金額は

次のとおりである。 

 中間連結会計期間末日満期手形及び確

定期日現金決済（手形と同条件で手形期

日に現金決済する方式）の会計処理につ

いては、当中間連結会計期間末日は金融

機関が休日であったが、満期日に決済が

行われたものとして処理している。当中

間連結会計期間末日満期手形等の金額は

次のとおりである。 

 連結会計年度末日満期手形及び確定期

日現金決済（手形と同条件で手形期日に

現金決済する方式）の会計処理について

は、当連結会計年度は金融機関が休日で

あったが、満期日に決済が行われたもの

として処理している。なお、当連結会計

年度末日満期手形等の金額は次のとおり

である。 
  

受取手形 2,487百万円

売掛金 3,211 

支払手形 735 

買掛金 3,575 

未払金 128 

  
受取手形 2,338百万円

売掛金 3,781 

支払手形 804 

買掛金 3,506 

未払金 578 

受取手形 2,505百万円

売掛金 3,554 

支払手形 859 

買掛金 3,725 

未払金 233 

      



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 

418,782百万円 433,669百万円 423,687百万円 

 ２．保証債務  ２．保証債務  ２．保証債務 

 連結会社以外の会社の銀行借入に対

し、債務保証（保証予約を含む。）を行

っている。 

 連結会社以外の会社の銀行借入に対

し、債務保証（保証予約を含む。）を行

っている。 

 連結会社以外の会社の銀行借入に対

し、債務保証（保証予約を含む。）を行

っている。 
  

社会福祉法人 

石井記念愛染園 
1,200百万円

医療法人 同心会 
西条中央病院他６社 

418 

  

  

社会福祉法人

石井記念愛染園 
1,134百万円

amaretta GmbH他４社 311 
  

社会福祉法人

石井記念愛染園 
1,167百万円

amaretta GmbH他５社 225 

（うち外貨建 ５社） （うち外貨建 ４社） （うち外貨建 ４社） 
  

US$ 216千 

EUR 1,651千 

CNY 4,200千 

計 1,618 

  
US$ －千 

EUR 1,000千 

CNY 9,000千 

計 1,445 

US$ －千 

EUR 400千 

CNY 8,200千 

計 1,392 



（中間連結損益計算書関係） 

  
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 
  

運賃及び保管料 6,991百万円

研究開発費 6,206 

給料等 6,166 

賞与引当金繰入額 1,740 

退職給付費用 229 

  
運賃及び保管料 7,358百万円

研究開発費 6,861 

給料等 6,567 

賞与引当金繰入額 1,921 

退職給付費用 300 

運賃及び保管料 13,893百万円

研究開発費 12,003 

給料等 12,013 

賞与引当金繰入額 3,728 

退職給付費用 496 

※２．株式の売却によるものである。 ※２．株式の売却によるものである。 ※２．株式及び債券の売却によるものであ

る。 

※３．土地の売却によるものである。 ※３．     ───── ※３．土地及び建物等の売却によるものであ

る。 

※４．主として、オプトスクリーン事業の撤

退関連費用、倉敷事業所移転関係損、及

び従業員の転籍等にかかる割増退職金で

ある。オプトスクリーン事業の撤退関連

費用は、事業撤退に伴う棚卸資産の廃棄

損並びに撤退に到る事業活動中に生じた

低操業費用及び物流費用等である。 

※４．主として、倉敷事業所移転関係損及び

従業員の転籍等にかかる割増退職金であ

る。 

※４．主として、倉敷事業所移転関係損、及

びオプトスクリーン事業撤退費用であ

る。 

※５．     ───── ※５．減損損失 ※５．減損損失 

  金額的重要性が乏しい為、開示を省略して

いる。 

（１）資産のグルーピングの方法 

事業用資産に関しては、継続的に損益

の把握を実施している管理会計上の区分

を基礎としてグルーピングを行ってい

る。貸与資産、遊休資産及び事業の廃止

又は再編成が決定している資産について

は個別にグルーピングを行い、その他本

社及び研究設備等は共用資産としてい

る。 

    （２）具体的な減損損失 

    （１）のグルーピングをもとに認識され

た減損損失は1,658百万円（事業用資産

769百万円、事業の廃止又は再編成が決

定している資産888百万円）であり、こ

のうち重要な減損損失は以下の通りであ

る。 
    

場所 資産 用途 種類 
減損

損失額

愛媛県
西条市

事業用
資産 

電材資
材 
事業用
資産等 

機械
装置
等 

769
百万円

新潟県
胎内市

事業の
廃止又
は再編
成が決
定して
いる資
産 

メタク
リル樹
脂キャ
スト板
等製造
設備 

機械
装置
等 

232
百万円



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

     事業用資産については、営業活動から

生ずる損益が継続してマイナスの事業に

ついて減損の兆候を個別に検討のうえ、

回収可能価額が帳簿価額に満たない事業

について回収可能価額まで帳簿価額を減

額している。なお回収可能価額は使用価

値をもって測定し、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定している。 

 事業の廃止又は再編成が決定している

資産については、売却予定のもの、他の

事業用資産に転用可能なもの及び転用不

能で廃棄予定のものに区分し、売却予定

のもの及び転用不能で廃棄予定のものに

ついて回収可能価額まで帳簿価額を減額

している。なお、回収可能価額は正味売

却価額をもって測定し、売却見積価額か

ら処分費用見積額を控除して算定してい

る。 

※６．主として機械装置の撤去費用である。 ※６．主として機械装置の撤去費用である。 ※６．建物、機械装置等の廃棄簿価22百万

円、撤去費ほか647百万円である。 

※７．     ───── ※７．     ───── ※７．関係会社株式を含む非上場株式等の評

価損失である。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加50千株は、単元未満株式の買取りによるものである。また、普通株式の自己株式の株式数

の減少248千株は、主としてストックオプション行使時の自己株式処分によるものである。 

  

配当金支払額 

  

基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 382,863 － － 382,863 

合計 382,863 － － 382,863 

自己株式 

普通株式（注） 15,379 50 248 15,181 

合計 15,379 50 248 15,181 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 3,123 8.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月２日 
取締役会 

普通株式 3,125 利益剰余金 8.50 平成18年９月30日 平成18年12月７日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加20,214千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加20,136千株、単元未満

株式の買取りによる増加77千株である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少402千株は、主としてストック・オプション行使時の自己株式処分によるものである。

  

２.新株予約権等に関する事項 

  

３.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 382,863 － － 382,863 

合計 382,863 － － 382,863 

自己株式 

普通株式（注）１．２． 14,877 20,214 402 34,689 

合計 14,877 20,214 402 34,689 

区分 
新株 
予約権 
の内訳 

新株予約権 
の目的 

となる株式の
種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結 

会計期間末残高 
（百万円） 前連結会計 

年度末 

当中間連結
会計期間 
増加 

当中間連結
会計期間 
減少 

当中間連結 
会計期間末 

  

提出会社 

ストック 
オプションと

しての 
新株予約権 

－ 69

合計 － 69

(決議) 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 3,679 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月21日

(決議) 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年10月30日 
取締役会 

普通株式 3,829 利益剰余金 11.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加131千株は、単元未満株式の買取りによる増加131千株である。 

      ２．普通株式の自己株式の株式数の減少633千株は、ストック・オプションの行使による減少629千株、単元未満株の売

渡しによる減少４千株である。 

  

２．新株予約権等に関する事項 

  該当なし 

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式 

普通株式 382,863 － － 382,863 

合計 382,863 － － 382,863 

自己株式 

普通株式（注）１．２． 15,379 131 633 14,877 

合計 15,379 131 633 14,877 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 3,123 8.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月２日 
取締役会 

普通株式 3,125 8.50 平成18年９月30日 平成18年12月７日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 3,679 利益剰余金 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月21日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 19,136百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△300 

取得日から３ヶ月以内に償
還期限の到来する短期投資
（有価証券） 

7,996 

現金及び現金同等物 26,832 

  

  

現金及び預金勘定 12,007百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△770 

現金及び現金同等物 11,237 

現金及び預金勘定 22,924百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△1,890 

取得日から３ヶ月以内に償
還期限の到来する短期投資
（有価証券） 

12,997 

現金及び現金同等物 34,032 



（リース取引関係） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）借主側 (1)借主側 (1)借主側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

221 148 72

その他有形固
定資産 
(工具器具備品) 

859 531 327

計 1,080 680 400

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

220 136 83

その他有形固
定資産 
(工具器具備品) 

1,402 605 797

計 1,622 741 880

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

213 123 90

その他有形固
定資産 
(工具器具備品)

731 484 247

計 945 608 337

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

 （注）     同左  （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 

②未経過リース料中間期末残高相当額等 ②未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額  未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 201百万円

１年超 199 

計 400 

  
１年内 331百万円

１年超 548 

計 880 

１年内 173百万円

１年超 163 

計 337 

 （注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が、

有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法に

より算定している。 

 （注）     同左  （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が、有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定して

いる。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減損

損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減損

損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減損

損失 
  

支払リース料 139百万円

減価償却費相当額 139 

  
支払リース料 171百万円

減価償却費相当額 171 

支払リース料 217百万円

減価償却費相当額 217 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法により算定してい

る。 

同左 同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

同左 同左 



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2)貸主側 (2)貸主側 (2)貸主側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

113 67 46

その他有形固
定資産 
(工具器具備品) 

－ － －

計 113 67 46

  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

70 46 24

計 70 46 24

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

113 77 36

計 113 77 36

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 19百万円

１年超 26 

計 46 

  
１年内 6百万円

１年超 18 

計 24 

１年内 16百万円

１年超 20 

計 36 

 （注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高及び

見積残存価額の残高の合計額が、営業

債権の中間期末残高等に占める割合が

低いため、受取利子込み法により算定

している。 

同左  （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高及び見積残存

価額の残高の合計額が、営業債権の期

末残高等に占める割合が低いため、受

取利子込み法により算定している。 

③ 受取リース料及び減価償却費相当額 ③ 受取リース料及び減価償却費相当額 ③ 受取リース料及び減価償却費相当額 
  

受取リース料 9百万円

減価償却費相当額 9 

  
受取リース料 9百万円

減価償却費相当額 9 

受取リース料 19百万円

減価償却費相当額 19 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

借主側 借主側 借主側 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 381百万円

１年超 2,453 

計 2,835 

  
１年内 446百万円

１年超 3,000 

計 3,447 

１年内 431百万円

１年超 2,479 

計 2,910 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 7,004 31,326 24,321 

(2)債券 

国債・地方債等 11,687 11,687 0 

社債 － － － 

その他 5,296 5,295 △0 

(3)その他 － － － 

合計 23,988 48,309 24,320 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 3,171 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 6,236 22,872 16,636 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 15,000 15,088 88 

合計 21,236 37,961 16,724 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 3,164 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

２．時価の算定方法は、スワップ取引は契約を締結している金融機関から提示された価格に、為替予約取引は先物為替相場

によっている。 

３．上記のデリバティブ取引は、連結会社間の取引を対象としたヘッジ及び、外貨建売上債権ならびに外貨建買入債務を対

象とした為替予約取引に関して、デリバティブ取引の原則的処理を採用したことにより、ヘッジ会計が適用されなかっ

たものである。 

  

 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 6,017 25,035 19,018 

(2)債券 

国債・地方債等 5,998 5,998 0 

社債 － － － 

その他 6,999 6,998 △0 

(3)その他 15,000 15,049 49 

合計 34,014 53,083 19,068 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 3,163 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 

スワップ取引 

受取円・支払ユーロ 13,311 △1,286 △1,286 

為替予約取引 

受取円・支払米ドル 16,023 △820 △820 

受取円・支払ユーロ 17,781 △2,627 △2,627 

受取円・支払その他 82 △3 △3 

支払円・受取米ドル 52 1 1 

支払円・受取ユーロ 130 2 2 

支払円・受取その他 786 0 0 

受取米ドル・支払ユーロ 48 1 1 

合計 48,215 △4,732 △4,732 



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

２．時価の算定方法は、スワップ取引は契約を締結している金融機関から提示された価格に、為替予約取引は先物為替相場

によっている。 

３．上記のデリバティブ取引は、連結会社間の取引を対象としたヘッジ及び、外貨建売上債権ならびに外貨建買入債務を対

象とした為替予約取引に関して、デリバティブ取引の原則的処理を採用したことにより、ヘッジ会計が適用されなかっ

たものである。 

  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

２．時価の算定方法は、スワップ取引は契約を締結している金融機関から提示された価格に、為替予約は先物為替相場に

よっている。 

３．上記のデリバティブ取引は、連結会社間の取引を対象としたヘッジ及び外貨建売上債権ならびに外貨建買入債務を対象

とした為替予約に関して、デリバティブ取引の原則的処理を採用したことによりヘッジ会計が適用されなかったもので

ある。 

 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 

スワップ取引 

受取円・支払ユーロ 11,715 △2,262 △2,262 

為替予約取引 

受取円・支払米ドル 12,396 △514 △514 

受取円・支払ユーロ 14,901 △3,251 △3,251 

受取円・支払その他 80 △2 △2 

支払円・受取米ドル 37 0 0 

支払円・受取ユーロ 94 0 0 

支払円・受取その他 38 △0 △0 

合計 39,265 △6,030 △6,030 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

通貨 

スワップ取引 

受取円・支払ユーロ 13,311 △1,911 △1,911 

為替予約取引 

受取円・支払米ドル 16,335 △867 △867 

受取円・支払ユーロ 17,699 △3,175 △3,175 

受取円・支払その他 58 △2 △2 

支払円・受取米ドル 832 8 8 

支払円・受取ユーロ 222 4 4 

支払円・受取その他 756 0 0 

合計 49,216 △5,943 △5,943 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  ───── 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１. ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費   74百万円 

２. 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

 

  平成19年６月ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役                10名 

当社執行役員 

（当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く） 11名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式    56,500株 

付与日 平成19年６月５日 

権利確定条件 権利確定条件は付されていない。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない。 

権利行使期間 「第４ 提出会社の状況 

 １ 株式等の状況 

 (2） 新株予約権等の状況 

 会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に

基づき発行した新株予約権 

  平成19年５月16日取締役会決議」 

に記載している。 
  

権利行使価格（円） １ 

付与日における公正な評価単価（円） 1,318 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  （注） クラレエンジニアリング株式会社、クラレケミカル株式会社、クラレトレーディング株式会社、クラレプラス

チックス株式会社、クラレ不動産株式会社、クラレテクノ株式会社、株式会社テクノソフト、Kuraray America, 

Inc.、Eval Company of America、Kuraray Europe GmbH、EVAL Europe N.V.およびKuraray Specialities Europe 

GmbH（平成18年９月 Kuraray Europe GmbHと合併）の12社をいう。 

  

  

  
平成14年

ストック・オプション 
平成15年

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

当社取締役     18名
当社監査役      3名 
当社管理職     396名 
当社子会社取締役  67名 
当社子会社監査役   4名 
当社子会社管理職  451名 

当社従業員   2,200名 
当社子会社従業員 3,422名 

ストック・オプション数 普通株式  1,076,500株 普通株式  2,811,000株 

付与日 平成14年10月１日 平成15年10月１日 

権利確定条件 

権利行使時において当社ならび
に当社の子会社の取締役、監査
役および従業員であることを要
するものとする。ただし、当社
の取締役、監査役もしくは理事
または当社の主要子会社(注)の
社長の地位にあった者について
は、退任、定年退職後において
も行使することができるものと
する。 

権利行使時において当社ならび
に当社子会社の取締役、監査
役、執行役員もしくは従業員で
あることを要する。 

対象勤務期間 
自 平成14年10月１日
至 平成16年６月27日 

自 平成15年10月１日 
至 平成17年６月26日 

権利行使期間 
自 平成16年６月28日
至 平成24年６月27日 

自 平成17年６月27日 
至 平成25年６月26日 

権利行使価格（円） 825 918 

公正な評価単価（付与日）
（円） 

－ － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 

  
化成品・樹脂 
（百万円） 

繊維
（百万円） 

機能材料・
メディカル他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する 
売上高 

102,074 53,086 36,102 191,263 － 191,263

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

189 455 11,466 12,111 (12,111) －

計 102,263 53,542 47,568 203,374 (12,111) 191,263

営業費用 84,784 49,509 44,273 178,567 (6,446) 172,120

営業利益 17,479 4,033 3,295 24,807 (5,664) 19,142

  
化成品・樹脂 
（百万円） 

繊維
（百万円） 

機能材料・
メディカル他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する 
売上高 

117,951 53,307 34,939 206,197 － 206,197

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

477 321 13,244 14,043 (14,043) －

計 118,428 53,628 48,183 220,241 (14,043) 206,197

営業費用 95,021 49,778 44,256 189,056 (7,140) 181,915

営業利益 23,406 3,850 3,927 31,185 (6,902) 24,282

  
化成品・樹脂 
（百万円） 

繊維
（百万円） 

機能材料・
メディカル他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する 
売上高 

201,221 107,924 76,138 385,284 － 385,284

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

377 819 24,826 26,023 (26,023) －

計 201,599 108,744 100,964 411,308 (26,023) 385,284

営業費用 165,955 100,759 93,019 359,734 (14,669) 345,064

営業利益 35,643 7,985 7,945 51,574 (11,354) 40,220



 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっている。 

２．各事業の主な製品 

(1)化成品・樹脂      ………ポバール樹脂・フィルム、ブチラール樹脂・フィルム、エチレンビニルアルコール樹

脂「エバール」、イソプレン、ファインケミカル、メタクリル樹脂、樹脂加工品他 

(2)繊維          ………ビニロン、人工皮革「クラリーノ」、乾式不織布「クラフレックス」、面ファスナ

「マジックテープ」、ポリエステル、テキスタイル他 

(3)機能材料・メディカル他 ………メディカル製品、機能材料、活性炭、高機能膜、エンジニアリング他 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は次の通りである。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 

  
前中間連結 
会計期間 
（百万円） 

当中間連結
会計期間 
（百万円） 

前連結
会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

5,737 6,520 11,318
提出会社の基礎研究費、本社管理
部門費である。 

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する 
売上高 

136,951 15,717 30,346 8,247 191,263 － 191,263

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

13,048 1,493 2,513 1,485 18,540 (18,540) －

計 150,000 17,210 32,860 9,732 209,803 (18,540) 191,263

営業費用 128,518 15,851 30,426 10,065 184,862 (12,741) 172,120

営業利益又は営業損失 21,481 1,358 2,433 △332 24,941 (5,798) 19,142

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売
上高 

144,125 16,181 38,154 7,736 206,197 － 206,197

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

13,405 2,161 2,206 1,383 19,157 (19,157) －

計 157,531 18,343 40,361 9,119 225,354 (19,157) 206,197

営業費用 130,944 16,749 37,458 9,117 194,269 (12,354) 181,915

営業利益 26,586 1,594 2,902 1 31,085 (6,802) 24,282



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により北米、欧州、アジアに区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次の通りである。 

(1)北米       ………アメリカ 

(2)欧州       ………ドイツ、ベルギー 

(3)アジア      ………香港、シンガポール 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント

情報」の「注３」と同一である。 

  

  

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売
上高 

288,446 23,146 57,708 15,982 385,284 － 385,284

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

24,290 2,417 3,767 2,950 33,427 (33,427) －

計 312,737 25,564 61,476 18,932 418,711 (33,427) 385,284

営業費用 265,455 23,901 57,896 19,539 366,793 (21,728) 345,064

営業利益又は営業損失 47,281 1,663 3,580 △606 51,918 (11,698) 40,220



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により北米、欧州、アジア、その他に区分している。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次の通りである。 

(1）北米     ………アメリカ、カナダ 

(2）欧州     ………ドイツ、イギリス 

(3）アジア    ………中国、韓国 

(4）その他    ………中南米地域、アフリカ地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

 

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 

  計   

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,071 32,331 32,942 4,300   88,645   

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －   191,263   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.0 16.9 17.2 2.2   46.3   

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 

  計   

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,366 40,503 37,522 4,330   98,722   

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －   206,197   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.9 19.6 18.2 2.1   47.9   

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 

  計   

Ⅰ 海外売上高（百万円） 28,984 63,210 67,090 7,464   166,751   

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －   385,284   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.5 16.4 17.4 1.9   43.3   



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりである。 

  

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．当社は、平成19年１月１日付にて税制適格退職年金の契約を解約し、退職年金制度をキャッシュバランスプラン及び確定拠

出年金制度に移行することについて、平成18年10月21日に労使合意に達した。なお、この制度改訂に伴う影響額は、退職給

付債務、年金資産の時価等未確定数値があり、合理的に見積もることが困難であるため記載していない。 

２．当社子会社のクラレメディカル株式会社は旭化成メディカル株式会社との間で透析および血液浄化事業の統合について基本

的な合意に至り、平成18年12月13日に事業統合に関する基本契約書を締結した。既に両社は平成18年６月に人工腎臓用中空

糸膜を共同生産するＡ・Ｋメンブレン製造株式会社を設立しているが、更なる事業の一体化が必要との判断から、事業統合

に関する基本的な合意に至ったものである。 

なお、事業統合の方法は以下のとおりである。 

・ 旭化成メディカル株式会社を透析・血液浄化事業からなる統合会社とその他事業からなる新設会社に分割する。 

・ クラレメディカル株式会社の統合対象事業を分割し、上記統合会社に吸収する。 

・ 統合日は平成19年10月１日を目処としている。 

本件事業統合により統合会社の100%子会社となるＡ・Ｋメンブレン製造株式会社は、事業統合日以後に統合会社に吸収す

る。 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

940.76円 973.33円 967.80円 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

26.88円 38.59円 60.95円 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 

26.81円 38.49円 60.80円 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額      

中間（当期）純利益（百万円） 9,882 13,898 22,412 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

9,882 13,898 22,412 

期中平均株式数（千株） 367,638 360,195 367,731 

       

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益金額 

     

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 936 867 912 

（うち新株予約権） (936) (867) (912) 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

共通支配下の取引（吸収分割） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容並びに取引の目的を含む取引の概要 

クラレ西条株式会社およびクラレ玉島株式会社は当社の生産委託子会社（当社100％出資連結子会社）として、当社事業所

内において、ポリエステル繊維、不織布、フィルム、プラスチック等の生産を行っている。 

 グループ全体の業務効率向上と競争力強化のため、両社の生産品目の一部を当社へ移管することとし、これに伴い、平成19

年10月１日に両社を会社分割し、一部事業を当社が承継した。 

・ 当社がクラレ西条株式会社から承継する事業：ポバールフィルム、液晶ポリマーフィルム、不織布、PVAゲルの生産およ

び間接業務 

・ 当社がクラレ玉島株式会社から承継する事業：ポバールフィルムの生産および間接業務 

(2)結合後企業の名称 

株式会社クラレ 

(3)企業結合の法的形式 

当社を承継会社とし、クラレ西条株式会社およびクラレ玉島株式会社を分割会社とする吸収分割 

２．実施した会計処理の概要 

当該吸収分割は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去している。したがって、当該会計処理が

連結財務諸表に与える影響はない。 

  

共通支配下の取引（吸収合併） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容並びに取引の目的を含む取引の概要 

クラレ新潟化成株式会社（当社100％出資連結子会社）が生産していたメタクリル樹脂キャスト板については、生産拠点を

中国の当社子会社に変更したことにより、同社での生産は平成19年3月をもって終了した。また人工大理石については、開発

機能との一体運営により競争力を高めるため、同社での生産を平成19年4月より当社に統合した。これらに伴い、営業を停止

したクラレ新潟化成株式会社を平成19年10月１日に当社に吸収合併した。 

(2)結合後企業の名称 

株式会社クラレ 

(3)企業結合の法的形式 

当社を存続会社、クラレ新潟化成株式会社を消滅会社とする吸収合併 

２．実施した会計処理の概要 

当該吸収合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去している。したがって、当該会計処理が連結

財務諸表に与える影響はない。 

  

事業分離取引（吸収分割） 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由及び事業分離日 

クラレメディカル株式会社（当社100％出資連結子会社）の透析事業と旭化成メディカル株式会社の透析事業・血液浄化事

業については、事業基盤の強化を目的として、以下のとおり、事業統合を行った。 

平成19年10月１日に 

旭化成メディカル株式会社がその商号を旭化成クラレメディカル株式会社に変更し、 

同社の透析・血液浄化事業以外の事業を新設分割により新設別会社に分割・承継し、 

同時にクラレメディカル株式会社の透析事業を吸収分割により、旭化成クラレメディカル株式会社が承継した。 

 



(2)法的形式を含む事業分離の概要 

旭化成クラレメディカル株式会社を承継会社とし、クラレメディカル株式会社を分割会社とする吸収分割 

２．実施した会計処理の概要 

移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳及び移転損益 

資産の額 

流動資産  906百万円 

固定資産  492百万円 

合計   1,398百万円 

負債の額 

流動負債   －百万円 

固定負債   －百万円 

合計     －百万円 

なお、移転損益の金額は軽微である。 

３．事業の種類別セグメントにおいて、分離する事業が含まれていた事業区分の名称 

機能材料・メディカル他事業 

４．当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

分離した事業に係る損益の金額は軽微である。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．当社は平成19年５月16日及び平成19年６月４日の取締役会において会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に基づ

き、当社の取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を付与することを決議した。その内容は「第４

提出会社の状況 １.株式等の状況 （8）ストックオプション制度の内容」に記載のとおりである。 

２．当社は平成19年６月19日の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて適用される同法第156条の規定に基

づき、下記のとおり自己株式を取得することについて決議した。 

(1)自己株式の取得を行なう理由 資本効率の改善を通じて株主還元の向上を図る為 

(2)取得する株式の種類     当社普通株式 

(3)取得する株式の総数     23,000千株 （上限） 

（発行済株式総数 382,863,603株（自己株式を含む）に対する割合 6.0％） 

(4)取得する期間        平成19年６月21日より平成20年６月20日 

(5)取得価額の総額       30,000百万円（上限） 

(6)取得の方法         市場買付けによる 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金   12,175   8,802 17,664  

受取手形   1,897   1,956 1,674  

売掛金   46,547   48,464 48,546  

有価証券   16,983   － 12,997  

たな卸資産   33,915   33,258 32,785  

関係会社短期貸付
金 

  9,559   17,227 12,254  

その他   11,126   12,133 11,852  

貸倒引当金   △124   △483 △119  

流動資産合計     132,080 34.1 121,358 31.8   137,656 34.6

Ⅱ 固定資産          

(1）有形固定資産 ※１        

建物 ※２ 17,556   21,839 20,201  

機械装置 ※２ 40,833   49,172 43,247  

その他 ※２ 25,507   31,038 28,834  

有形固定資産合計   83,896   102,050 92,283  

(2）無形固定資産   2,815   2,244 2,350  

(3)投資その他の資産          

投資有価証券   93,653   100,283 102,586  

長期貸付金   380   300 342  

関係会社長期貸
付金 

  42,241   32,291 36,985  

年金保険積立金   21,511   11,895 14,653  

前払年金費用   5,863   7,013 6,797  

その他   5,188   4,400 4,691  

貸倒引当金   △0   △0 △0  

投資その他の資産
合計 

  168,839   156,184 166,056  

固定資産合計     255,551 65.9 260,479 68.2   260,690 65.4

資産合計     387,631 100.0 381,837 100.0   398,346 100.0

           



  

 

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

支払手形   3,341   3,172 2,979  

買掛金   19,373   17,118 19,132  

短期借入金   4,278   6,869 4,281  

コマーシャルペー
パー 

  －   2,000 －  

１年内に返済すべ
き長期借入金 

  5,000   2,400 5,000  

未払法人税等   2,940   5,787 4,025  

賞与引当金   3,261   3,288 3,139  

その他   16,197   26,002 23,100  

流動負債合計     54,391 14.0 66,638 17.5   61,658 15.5

Ⅱ 固定負債          

社債   10,000   10,000 10,000  

長期借入金   4,250   9,750 6,250  

繰延税金負債   6,936   4,666 5,805  

退職給付引当金   9,623   9,559 9,534  

その他   2,710   428 451  

固定負債合計     33,520 8.7 34,404 9.0   32,041 8.0

負債合計     87,912 22.7 101,043 26.5   93,699 23.5



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金     88,955 22.9 88,955 23.3   88,955 22.3

２ 資本剰余金          

(1)資本準備金   87,098   87,098 87,098  

(2)その他資本剰余
金 

  113   104 166  

資本剰余金合計     87,212 22.5 87,203 22.8   87,265 21.9

３ 利益剰余金          

(1)利益準備金   6,569   6,569 6,569  

(2)その他利益剰余
金 

         

特別償却積立金   367   271 349  

圧縮記帳積立金   3,782   4,486 4,414  

圧縮特別勘定積
立金 

  1,011   362 734  

別途積立金   85,000   85,000 85,000  

繰越利益剰余金   23,883   38,942 31,372  

利益剰余金合計     120,615 31.1 135,632 35.5   128,441 32.3

４ 自己株式     △11,462 △2.9 △40,969 △10.7   △11,280 △2.8

株主資本合計     285,320 73.6 270,822 70.9   293,381 73.7

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券評
価差額金 

    14,399 3.7 9,898 2.6   11,268 2.8

２ 繰延ヘッジ損益     0 0.0 4 0.0   △3 △0.0

評価・換算差額等合
計 

    14,399 3.7 9,902 2.6   11,265 2.8

Ⅲ 新株予約権     － － 69 0.0   － －

純資産合計     299,719 77.3 280,794 73.5   304,646 76.5

負債純資産合計     387,631 100.0 381,837 100.0   398,346 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  
  

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     96,312 100.0 100,456 100.0   196,881 100.0

Ⅱ 売上原価     67,136 69.7 66,584 66.3   135,465 68.8

売上総利益     29,176 30.3 33,872 33.7   61,415 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    17,860 18.5 17,969 17.9   35,300 17.9

営業利益     11,316 11.8 15,902 15.8   26,115 13.3

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   737   806 1,645  

受取配当金   1,508   2,490 2,076  

その他   2,150   3,254 4,333  

営業外収益合計     4,396 4.5 6,551 6.6   8,055 4.1

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   122   262 307  

その他   3,237   4,646 6,750  

営業外費用合計     3,360 3.5 4,909 4.9   7,058 3.6

経常利益     12,352 12.8 17,544 17.5   27,112 13.8

Ⅵ 特別利益          

投資有価証券売却
益 

※１ 352   149 3,070  

固定資産売却益 ※２ 184   － 3,603  

退職給付制度移行
益 

  －   － 634  

特別利益合計     537 0.6 149 0.1   7,308 3.7

Ⅶ 特別損失          

構造改善特別損失 ※３ 1,661   359 5,306  

関係会社貸付金貸
倒引当金繰入額 

  －   346 －  

関係会社株式評価
損失 

  －   225 －  

減損損失 ※４ －   194 1,192  

固定資産廃棄損失 ※５ 313   136 670  

特別損失合計     1,974 2.1 1,263 1.3   7,169 3.7

税引前中間（当
期）純利益 

    10,914 11.3 16,430 16.4   27,251 13.8

法人税、住民税及
び事業税 

  2,800   5,950 7,545  

法人税等調整額   868 3,668 3.8 △390 5,560 5.6 1,508 9,053 4.6

中間（当期）純利
益 

    7,246 7.5 10,870 10.8   18,198 9.2

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  
 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金

利益剰余
金合計 

特別償
却積立
金 

圧縮記
帳積立
金 

圧縮特
別勘定
積立金 

別途積
立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日
残高(百万円) 

88,955 87,098 79 87,177 6,569 416 2,121 － 85,000 22,452 116,560 △11,583 281,109

中間会計期間中の
変動額 

           

剰余金の配当
(注) 

        △3,123 △3,123   △3,123

役員賞与(注)         △68 △68   △68

特別償却積立金
の積立(注) 

        170 △170 －   －

特別償却積立金
の取崩(注) 

        △138 138 －   －

圧縮記帳積立金
の積立(注) 

        2,714 △2,714 －   －

圧縮記帳積立金
の取崩(注) 

        △882 882 －   －

圧縮特別勘定積
立金の積立(注) 

        1,030 △1,030 －   －

中間純利益         7,246 7,246   7,246

特別償却積立金
の取崩 

        △80 80 －   －

圧縮記帳積立金
の積立 

        104 △104 －   －

圧縮記帳積立金
の取崩 

        △276 276 －   －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

        85 △85 －   －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

        △104 104 －   －

自己株式の取得           △66 △66

自己株式の売却     34 34     187 221

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純
額） 

           

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

－ － 34 34 － △48 1,661 1,011 － 1,431 4,055 120 4,210

平成18年９月30日 
残高(百万円) 

88,955 87,098 113 87,212 6,569 367 3,782 1,011 85,000 23,883 120,615 △11,462 285,320



（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

 

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 
残高(百万円) 

16,374 － 16,374 297,484

中間会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当
(注) 

      △3,123

役員賞与(注)       △68

特別償却積立金
の積立(注) 

      －

特別償却積立金
の取崩(注) 

      －

圧縮記帳積立金
の積立(注) 

      －

圧縮記帳積立金
の取崩(注) 

      －

圧縮特別勘定積
立金の積立(注) 

      －

中間純利益       7,246

特別償却積立金
の取崩 

      －

圧縮記帳積立金
の積立 

      －

圧縮記帳積立金
の取崩 

      －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

      －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

      －

自己株式の取得       △66

自己株式の売却       221

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純
額） 

△1,975 0 △1,975 △1,975

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

△1,975 0 △1,975 2,235

平成18年９月30日 
残高(百万円) 

14,399 0 14,399 299,719



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金

利益剰余
金合計 特別償

却積立
金 

圧縮記
帳積立
金 

圧縮特
別勘定
積立金 

別途積
立金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日
残高(百万円) 

88,955 87,098 166 87,265 6,569 349 4,414 734 85,000 31,372 128,441 △11,280 293,381

中間会計期間中の
変動額 

           

剰余金の配当         △3,679 △3,679   △3,679

中間純利益         10,870 10,870   10,870

特別償却積立金
の積立 

        0 0 －   －

特別償却積立金
の取崩 

        △77 77 －   －

圧縮記帳積立金
の積立 

        381 △381 －   －

圧縮記帳積立金
の取崩 

        △309 309 －   －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

        1 △1 －   －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

        △373 373 －   －

自己株式の取得           △30,109 △30,109

自己株式の処分     △61 △61     421 360

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純
額） 

           

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

－ － △61 △61 － △77 71 △372 － 7,569 7,191 △29,688 △22,558

平成19年９月30日 
残高(百万円) 

88,955 87,098 104 87,203 6,569 271 4,486 362 85,000 38,942 135,632 △40,969 270,822



  

  

  次へ 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日 
残高(百万円) 

11,268 △3 11,265 － 304,646

中間会計期間中の
変動額 

     

剰余金の配当       △3,679

中間純利益       10,870

特別償却積立金
の積立 

      －

特別償却積立金
の取崩 

      －

圧縮記帳積立金
の積立 

      －

圧縮記帳積立金
の取崩 

      －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

      －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

      －

自己株式の取得       △30,109

自己株式の処分       360

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額（純
額） 

△1,369 7 △1,362 69 △1,293

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

△1,369 7 △1,362 69 △23,851

平成19年９月30日 
残高(百万円) 

9,898 4 9,902 69 280,794



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資
本合計 資本準

備金 

その
他資
本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

利益準
備金 

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計 

特別償
却積立
金 

圧縮記
帳積立
金 

圧縮特
別勘定
積立金 

別途積
立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日
残高(百万円) 

88,955 87,098 79 87,177 6,569 416 2,121 － 85,000 22,452 116,560 △11,583 281,109

事業年度中の変動
額 

           

剰余金の配当
(注) 

        △3,123 △3,123   △3,123

剰余金の配当         △3,125 △3,125   △3,125

役員賞与(注)         △68 △68   △68

特別償却積立金
の積立(注) 

        170 △170 －   －

特別償却積立金
の取崩(注) 

        △138 138 －   －

圧縮記帳積立金
の積立(注) 

        2,714 △2,714 －   －

圧縮記帳積立金
の取崩(注) 

        △882 882 －   －

圧縮特別勘定積
立金の積立(注) 

        1,030 △1,030 －   －

当期純利益         18,198 18,198   18,198

特別償却積立金
の積立 

        61 △61 －   －

特別償却積立金
の取崩 

        △160 160 －   －

圧縮記帳積立金
の積立 

        1,148 △1,148 －   －

圧縮記帳積立金
の取崩 

        △688 688 －   －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

        734 △734 －   －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

        △1,030 1,030 －   －

自己株式の取得           △176 △176

自己株式の処分     87 87     479 566

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

           

事業年度中の変動
額合計(百万円) 

－ － 87 87 － △67 2,293 734 － 8,920 11,881 302 12,271

平成19年３月31日 
残高(百万円) 

88,955 87,098 166 87,265 6,569 349 4,414 734 85,000 31,372 128,441 △11,280 293,381



（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  次へ 

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 
残高(百万円) 

16,374 － 16,374 297,484

事業年度中の変動
額 

     

剰余金の配当
(注) 

      △3,123

剰余金の配当       △3,125

役員賞与(注)       △68

特別償却積立金
の積立(注) 

      －

特別償却積立金
の取崩(注) 

      －

圧縮記帳積立金
の積立(注) 

      －

圧縮記帳積立金
の取崩(注) 

      －

圧縮特別勘定積
立金の積立(注) 

      －

当期純利益       18,198

特別償却積立金
の積立 

      －

特別償却積立金
の取崩 

      －

圧縮記帳積立金
の積立 

      －

圧縮記帳積立金
の取崩 

      －

圧縮特別勘定積
立金の積立 

      －

圧縮特別勘定積
立金の取崩 

      －

自己株式の取得       △176

自己株式の処分       566

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

△5,106 △3 △5,109 △5,109

事業年度中の変動
額合計(百万円) 

△5,106 △3 △5,109 7,161

平成19年３月31日 
残高(百万円) 

11,268 △3 11,265 304,646



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1）有価証券 (1)有価証券 

子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 

…移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

     同左 …決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 同左 同左 

(2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

…総平均法による原価法 

同左 同左 

貯蔵品 

…移動平均法による原価法 

    

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

・建物（建物附属設備を含む）は定額

法 

・建物以外は定率法 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

ある。 

・建物………… 31～50年 

・機械装置…… ４～10年 

同左 同左 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法を採用している。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいている。 

同左 

  

  

  

同左 

  （会計方針の変更）   

  法人税法改正に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更している。 

なお、この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与える影響は軽

微である。 

  



  
 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (追加情報)   

   法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について

は、その残存簿価が改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上している。  

なお、この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与える影響は軽

微である。 

  

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

同左 同左 

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額に基づき計

上している。 

同左 同左 

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると認められる

額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により費用処理し

ている。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌年度より

費用処理することとしている。 

同左  従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により費用処理し

ている。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌年度より

費用処理することとしている。 

(追加情報) 

 当社は、平成19年１月１日付にて適格

退職年金制度を廃止し、退職年金制度を

キャッシュバランスプラン及び確定拠出

年金制度に移行している。当該移行に関

しては、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準委員会 

平成14年1月31日 企業会計基準適用指

針第１号）を適用しており、税引前当期

純利益が634百万円増加している。 



  
 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4)役員退職慰労引当金 (4)      ───── (4)役員退職慰労引当金 

(追加情報) 

役員退職慰労金の支出に充てるため、

内規に基づく中間期末要支給額を計上し

ていたが、平成18年６月28日開催の定時

株主総会において、役員退職慰労金制度

を廃止し、制度廃止日に在任していた役

員に対し、在任期間に対応する退職慰労

金を役員退任時に支給することを決議し

ている。この決議に伴い、当該打ち切り

支給額を役員退職慰労引当金より取崩

し、固定負債の「その他」に計上してい

る。 

   役員退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してい

たが、平成18年６月28日開催の定時株主

総会において役員退職慰労金制度を廃止

している。詳細は下記追加情報に記載の

とおりである。 

（追加情報） 

 当社では従来、役員退職慰労金の支出

に充てるため、内規に基づく期末要支給

額を計上していたが、平成18年６月28日

開催の定時株主総会において、役員退職

慰労金制度を廃止し、制度廃止日に在任

していた役員に対し、在任期間に対応す

る退職慰労金を役員退任時に支給するこ

とを決議している。この決議に伴い、当

該打ち切り支給額を役員退職慰労引当金

より取崩し、固定負債の「その他」に計

上している。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 外貨建予定取引に係る為替予約取引に

ついては、繰延ヘッジ処理によってい

る。また、外貨建貸付金に係る為替予約

取引及び通貨スワップについては振当処

理に、特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては特例処理によっている。 

同左 

  

同左 

  

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 
外貨建貸付金 

外貨建予定取引 

通貨スワップ 外貨建貸付金 

金利スワップ 支払利息 

同左 同左 

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 当社は社内規定に定めた管理方針、主

管部署、利用目的、実施基準に基づき、

金利変動リスク及び為替変動リスクをヘ

ッジしている。 

同左 同左 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日） 

(期末日満期手形等の会計処理) 

中間会計期間末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理については、従

来は手形交換日等をもって決済処理していたが、各期間の比較可能性の向上をはかるため、当中間会計期間より金融機関が休日

である満期日に決済が行われたものとして処理する方法に変更している。なお、当中間会計期間末日満期手形等の金額は追加情

報に記載のとおりである。 

  

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。これによ

る中間財務諸表に与える影響はない。 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用し

ている。これによる損益に与える影響はない。なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は299,719百万円である。 

  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間会計期間より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成

17年12月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第２号）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 外貨建予定取引に係る為替予約に関し

ては、重要な条件の同一性を確認し有効

性を評価している。なお振当処理によっ

ている為替予約及び通貨スワップ、特例

処理によっている金利スワップに関して

は、取引時に重要な条件の同一性を確認

しているため、有効性の事後評価を省略

している。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

(1) 中間会計期間に係る納付税額（法人

税、住民税及び事業税）及び法人税等調

整額は、当期において予定している圧縮

記帳積立金、圧縮特別勘定積立金及び特

別償却積立金の積立て及び取崩しを前提

として、当中間会計期間に係る金額を計

算している。 

(1)    ───── (1)    ───── 

(2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっている。 

また、仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、未収消費税等として流動資産の

「その他」に含めて、中間貸借対照表に計

上している。 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっている。 

また、仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て、中間貸借対照表に計上している。 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっている。 

 また、仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」に含

めて、貸借対照表に計上している。 



  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(期末日満期手形等の会計処理) 

事業年度末日満期手形及び確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理については、従来は

手形交換日等をもって決済処理していたが、各期間の比較可能性の向上をはかるため、当事業年度より金融機関が休日である満

期日に決済が行われたものとして処理する方法に変更している。なお、当事業年度末満期手形等の金額は追加情報に記載のとお

りである。 

  

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）に適用している。これによる財

務諸表に与える影響はない。 

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月9日）を適用してい

る。これによる損益に与える影響はない。なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は304,650百万円である。 

  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正) 

当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成18年８

月11日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２号）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

期末日満期手形等の会計処理 期末日満期手形等の会計処理 期末日満期手形等の会計処理 

 中間会計期間末日満期手形及び確定期日

現金決済（手形と同条件で手形期日に現金

決済する方式）の会計処理については、当

中間会計期間末日は金融機関が休日であっ

たが、満期日に決済が行われたものとして

処理している。当中間会計期間末日満期手

形等の金額は次のとおりである。 

 中間会計期間末日満期手形及び確定期日

現金決済（手形と同条件で手形期日に現金

決済する方式）の会計処理については、当

中間会計期間末日は金融機関が休日であっ

たが、満期日に決済が行われたものとして

処理している。当中間会計期間末日満期手

形等の金額は次のとおりである。 

事業年度末日満期手形及び確定期日現

金決済（手形と同条件で手形期日に現金

決済する方式）の会計処理については、

当事業年度末日は金融機関が休日であっ

たが、満期日に決済が行われたものとし

て処理している。当事業年度末満期手形

等の金額は次のとおりである。 
  

  

受取手形 400百万円

売掛金 4,297 

支払手形 623 

買掛金 2,570 

未払金 125 

  
受取手形 310百万円

売掛金 5,135 

支払手形 688 

買掛金 2,238 

未払金 481 

受取手形 303百万円

売掛金 4,330 

支払手形 692 

買掛金 2,549 

未払金 194 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額の合計額 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額の合計額 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償

却累計額の合計額 

362,758百万円 370,751百万円 365,041百万円 

※２．国庫補助金等の受入により、当中間会

計期間に取得した機械装置の取得価額か

ら圧縮記帳額８百万円を控除している。

また国庫補助金等により取得した建物、

構築物、機械装置の取得価額から法人税

法に基づく圧縮記帳累計額７百万円、13

百万円、141百万円をそれぞれ控除して

いる。 

※２．有形固定資産の取得価額から控除して

いる圧縮記帳累計額 

建物 942百万円 

（うち当中間会計期間控除 4百万円） 

構築物 526百万円 

（うち当中間会計期間控除 4百万円） 

機械装置 272百万円 

（うち当中間会計期間控除 76百万円） 

工具器具備品 16百万円 

（うち当中間会計期間控除 7百万円） 

土地 1,201百万円 

当中間会計期間の有形固定資産の収用に

よる圧縮記帳はない。 

※２．有形固定資産の取得価額から控除して

いる圧縮記帳累計額 

建物 938百万円 

（うち当事業年度控除 6百万円） 

構築物 522百万円 

（うち当事業年度控除 234百万円） 

機械装置 200百万円 

（うち当事業年度控除 66百万円） 

工具器具備品 9百万円 

（うち当事業年度控除 9百万円） 

土地 1,201百万円 

当事業年度の有形固定資産の取得価額か

ら控除している収用による圧縮記帳額は

234百万円（構築物234百万円）である。 

 ３．偶発債務  ３．偶発債務  ３．偶発債務 

(1)保証債務 (1)保証債務 (1)保証債務 

 下記各社の銀行借入金等に対して保証

（保証予約及び債務保証と実質的に同一

であると解釈される経営指導念書等の保

証相当額を含む。）を行っている。 

 下記各社の銀行借入金等に対して保証

（保証予約及び債務保証と実質的に同一

であると解釈される経営指導念書等の保

証相当額を含む。）を行っている。 

 下記各社の銀行借入金等に対して保証

（保証予約及び債務保証と実質的に同一

であると解釈される経営指導念書等の保

証相当額を含む。）を行っている。 
  

関係会社 百万円

Kuraray America,Inc. 353 

Kuraray Europe GmbH 546 

amaretta GmbH 

他２社 
215 

（うち外貨建 ４社）   

US$ 3,000千 

EUR 4,650千 

RMB 3,000千 

計 1,116 

  
関係会社 百万円

Kuraray America,Inc. 692 

amaretta GmbH他２社 234 

  

  
  

（うち外貨建 ３社）   

US$ 6,000千 

EUR 1,000千 

RMB 4,000千 

計 927   

関係会社 百万円

Kuraray America,Inc. 236 

Kuraray Europe GmbH 1,258 

amaretta GmbH他３社 139 

（うち外貨建 ４社）   

US$ 2,000千 

EUR 8,400千 

RMB 4,000千 

計 1,634 

  
関係会社以外 百万円

社会福祉法人 
石井記念愛染園 

  

1,200 

医療法人 同心会 
西条中央病院 

62 

P.T. MIZOBATA LAJU 25 

（うち外貨建 １社 US$ 216千） 

計 1,287 

  

  

関係会社以外 百万円

社会福祉法人 
石井記念愛染園 

1,134 

計 1,134 

  

関係会社以外 百万円

社会福祉法人 
石井記念愛染園 

1,167 

医療法人 同心会 
西条中央病院 

22 

計 1,189 



（中間損益計算書関係） 

  
 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．株式の売却によるものである。 ※１．株式の売却によるものである。 ※１．株式及び債券の売却によるものであ

る。 

※２．土地の売却によるものである。 ※２．    ───── ※２．土地及び建物等の売却によるものであ

る。 

※３．主として、オプトスクリーン事業の撤

退関連費用、倉敷事業所移転関係損、及

び従業員の転籍等にかかる割増退職金で

ある。オプトスクリーン事業の撤退関連

費用は、事業撤退に伴う棚卸資産の廃棄

損並びに撤退に到る事業活動中に生じた

低操業費用及び物流費用等である。 

※３．主として、倉敷事業所移転関係損であ

る。 

※３．主として、倉敷事業所移転関係損、及

びオプトスクリーン事業撤退費用であ

る。 

※４．    ───── ※４．減損損失 ※４．減損損失 

  金額的重要性が乏しい為、開示を省略し

ている。 

（１）資産のグルーピングの方法 

  事業用資産に関しては、継続的に損益の

把握を実施している管理会計上の区分を

基礎としてグルーピングを行っている。

貸与資産、遊休資産及び事業の廃止又は

再編成が決定している資産については個

別にグルーピングを行い、その他本社及

び研究設備等は共用資産としている。 

    （２）具体的な減損損失 

    （１）のグルーピングをもとに認識され

た減損損失は1,192百万円（事業用資産

783百万円、事業の廃止又は再編成が決定

している資産405百万円及び貸与資産2百

万円）であり、このうち重要な減損損失

は以下の通りである。 
    

場所 用途 種類 
減損 

損失額 

愛媛県
西条市 

電材資材事業
用資産等 

機械
装置
等 

783 
百万円 

    事業用資産については、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスの事業につ

いて減損の兆候を個別に検討のうえ、回

収可能価額が帳簿価額に満たない事業に

ついて回収可能価額まで帳簿価額を減額

している。なお回収可能価額は使用価値

をもって測定し、将来キャッシュフロー

を５％で割り引いて算定している。 

事業の廃止又は再編成が決定している資

産については、売却予定のもの、他の事

業用資産に転用可能なもの及び転用不能

で廃棄予定のものに区分し、売却予定の

もの及び転用不能で廃棄予定のものにつ

いて回収可能価額まで帳簿価額を減額し

ている。なお、回収可能価額は正味売却

価額をもって測定し、売却見積価額から

処分費用見積額を控除して算定してい

る。 



  

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 当中間期増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものである。 

２ 当中間期減少株式数は、主としてストックオプションの行使によるものである。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加20,214千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加20,136千株、単元未

満株式の買取りによる増加77千株である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少402千株は、ストック・オプションの行使による減少399千株、単元未満株の売渡し

による減少３千株である。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加131千株は、単元未満株式の買取りによる増加131千株である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少633千株は、ストック・オプションの行使による減少629千株、単元未満株の売渡し

による減少４千株である。 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５．主として機械装置の撤去費用である。 ※５．主として機械装置の撤去費用である。 ※５．建物、機械装置等の廃棄簿価22百万

円、撤去費ほか647百万円である。 
  
 ６．減価償却実施額 百万円

有形固定資産 7,128 

無形固定資産 446 

  
 ６．減価償却実施額 百万円

有形固定資産 8,307 

無形固定資産 466 

 ６．減価償却実施額 百万円

有形固定資産 14,943 

無形固定資産 977 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式（注） 15,379 50 248 15,181 

合計 15,379 50 248 15,181 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式（注）１．２． 14,877 20,214 402 34,689 

合計 14,877 20,214 402 34,689 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）１．２． 15,379 131 633 14,877 

合計 15,379 131 633 14,877 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 82 46 35

工具器具備品 726 458 267

合計 808 505 303

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 107 45 61

工具器具備品 884 452 432

合計 992 497 494

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車輌運搬具 102 40 61

工具器具備品 607 423 184

合計 709 464 245

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 

 （注）     同左  （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

  百万円

１年内 161 

１年超 141 

計 303 

  
  百万円

１年内 202 

１年超 291 

計 494 

  百万円

１年内 133 

１年超 111 

計 245 

 （注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定している。 

 （注）     同左  （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してい

る。 
  

③ 支払リース料、リース資産 

  減損勘定の取崩額、減価償 

  却費相当額及び減損損失 

百万円

支払リース料 113 

減価償却費相当額 113 

  
③ 支払リース料、リース資産 

  減損勘定の取崩額、減価償 

  却費相当額及び減損損失 

百万円

支払リース料 108 

減価償却費相当額 108 

③ 支払リース料、リース資産 

  減損勘定の取崩額、減価償 

  却費相当額及び減損損失 

百万円

支払リース料 165 

減価償却費相当額 165 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 

  

同左 

  

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

同左 

  

同左 

  



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日） 

当社は、平成19年１月１日付にて税制適格退職年金の契約を解約し、退職年金制度をキャッシュバランスプラン及び確定拠出年

金制度に移行することについて平成18年10月21日に労使合意に達した。なお、この制度改訂に伴う影響額は、退職給付債務、年金

資産の時価等未確定数値があり、合理的に見積もることが困難であるため記載していない。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

───── 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日至 平成19年３月31日） 

１．当社は平成19年５月16日及び平成19年６月４日の取締役会において会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項に基づ

き、当社の取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を付与することを決議した。その内容は「第４提

出会社の状況 １.株式等の状況 （8）ストックオプション制度の内容」に記載のとおりである。 

２．当社は平成19年６月19日の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて適用される同法第156条の規定に基づ

き、下記のとおり自己株式を取得することについて決議した。 

(1)自己株式の取得を行なう理由 資本効率の改善を通じて株主還元の向上を図る為 

(2)取得する株式の種類 当社普通株式 

(3)取得する株式の総数 23,000千株（上限） 

（発行済株式総数 382,863,603株（自己株式を含む）に対する割合 6.0％） 

(4)取得する期間 平成19年６月21日より平成20年６月20日 

(5)取得価額の総額 30,000百万円（上限） 

(6)取得の方法 市場買付けによる 

  

  



(2）【その他】 

 平成19年10月30日開催の取締役会において、定款第38条の規定に基づき、平成19年９月30日現在の株主名簿に記載された

株主に対し、次の通り第127期の中間配当を行うことを決議した。 

中間配当金総額             3,829百万円 

１株当たり中間配当金           11円00銭 

支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成19年12月３日 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第126期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月20日関東財務局長に提出 

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

  事業年度（第125期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

  平成19年４月26日関東財務局長に提出 

  事業年度（第126期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

平成19年６月22日関東財務局長に提出 

  平成19年７月12日関東財務局長に提出 

平成19年12月18日関東財務局長に提出 

(3)発行登録書（新株予約権証券）及びその添付書類 

平成19年６月25日関東財務局長に提出 

(4)訂正発行登録書 

平成18年４月４日提出の発行登録書（普通社債）に係る訂正発行登録書 

平成19年４月26日関東財務局長に提出 

平成19年６月20日関東財務局長に提出 

平成19年６月22日関東財務局長に提出 

平成19年７月12日関東財務局長に提出 

平成19年12月18日関東財務局長に提出 

平成19年６月25日提出の発行登録書（新株予約権証券）に係る訂正発行登録書 

平成19年６月25日関東財務局長に提出 

平成19年７月12日関東財務局長に提出 

平成19年12月18日関東財務局長に提出 

(5)自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 

  平成19年７月17日関東財務局長に提出 

  平成19年７月25日関東財務局長に提出 

平成19年８月15日関東財務局長に提出 

平成19年８月24日関東財務局長に提出 

平成19年９月18日関東財務局長に提出 

平成19年10月15日関東財務局長に提出 

平成19年11月15日関東財務局長に提出 

平成19年12月12日関東財務局長に提出 

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項なし。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成１８年１２月１９日

株 式 会 社 ク ラ レ   

  取 締 役 会 御 中   

  あ ら た 監 査 法 人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 高濱 滋    

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 大津 景豊   

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社クラレの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社クラレ及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成１９年１２月１７日

株 式 会 社 ク ラ レ   

  取 締 役 会 御 中   

  あ ら た 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大津 景豊   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北川 哲雄   

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社クラレの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社クラレ及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成１８年１２月１９日

株 式 会 社 ク ラ レ   

  取 締 役 会 御 中   

  あ ら た 監 査 法 人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 高濱 滋    

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 大津 景豊   

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社クラレの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１２６期事業年度の中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社クラレの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成１９年１２月１７日

株 式 会 社 ク ラ レ   

  取 締 役 会 御 中   

  あ ら た 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大津 景豊   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 北川 哲雄   

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社クラレの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１２７期事業年度の中間会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社クラレの平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９

年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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